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第
五
節
　
助
言
を
行
わ
な
い
取
引

　
第
六
節
　
注
文
執
行
の
み
の
取
引

　
第
七
節
　
プ
ロ
顧
客
に
関
す
る
特
則

　
第
八
節
　
助
言
記
録
交
付
義
務

　
第
九
節
　
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
新
三
一
条
違
反
と
損
害
賠
償
責
任
（
以
上
、
本
号
）

第
三
章
　
わ
が
国
の
証
券
取
引
事
案
に
お
け
る
適
合
性
原
則

第
四
章
　
わ
が
国
の
商
品
先
物
取
引
事
案
に
お
け
る
適
合
性
原
則

第
五
章
　
わ
が
国
の
融
資
一
体
型
変
額
保
険
事
案
に
お
け
る
適
合
性
原
則

第
六
章
　
投
資
取
引
に
お
け
る
適
合
性
原
則
と
損
害
賠
償
責
任

お
わ
り
に

は
じ
め
に

わ
が
国
で
は
、
証
券
取
引
や
商
品
先
物
取
引
な
ど
の
投
資
取
引
に
お
い
て
、
業
者
（
証
券
会
社
、
先
物
取
引
業
者
等
）
に
適
合
性
原
則

を
遵
守
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
（
金
融
商
品
取
引
法
四
〇
条
一
号
、
商
品
取
引
所
法
二
一
五
条
）、
業
者
は
顧
客
の
知
識
、
経
験
、

財
産
状
態
、
投
資
目
的
に
適
合
し
な
い
投
資
の
勧
誘
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
適
合
性
原
則
に
違
反
し
た
業
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
旨

を
定
め
た
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
裁
判
実
務
で
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
、
適
合
性
原
則
に
違
反
し
た
業
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
課

す
判
例
法
理
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
平
成
一
七
年
に
は
最
高
裁
判
決
も
登
場
し
て
い
る
（
最
判
平
成
一
七
年
七
月
一
四
日
民
集
五
九
巻
六

号
一
三
二
三
頁
）。

と
こ
ろ
で
、
適
合
性
原
則
は
わ
が
国
固
有
の
ル
ー
ル
で
は
な
く
、
発
祥
国
の
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
し
て
、
他
の
主
要
国
で
も
承
認
さ
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れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
も
例
外
で
は
な
く
、
顧
客
に
不
適
合
な
投
資
勧
誘
を
し
た
業
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
判
例
法
理
が
確
立
し
て
お

り
、
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
の
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
改
正
に
よ
り
、
適
合
性
原
則
に
関
す
る
明
文
規
定
が
新
設
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
の
法
状
況
と
の
比
較
、
な
ら
び
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
従
来
か
ら
の
判
例
の
考
察
を
通
じ
て
、
適
合
性
原
則
違
反
に

基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
分
析
を
行
い
、
投
資
取
引
に
お
け
る
違
法
性
判
断
基
準
と
し
て
の
適
合
性
原
則
の
意
義
を
解
明

し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
筆
者
は
以
前
に
別
稿
に
お
い
て
投
資
取
引
に
お
け
る
適
合
性
原
則
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
に
関
し
て
研
究
成
果
を
公
表

し
て
い
る
が（1
）
　
、
本
稿
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
最
高
裁
平
成
一
七
年
判
決
の
登
場
、
な
ら
び
に
、
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
二
〇
〇
七
年
改
正
に

よ
る
適
合
性
原
則
規
定
の
導
入
を
受
け
、
改
め
て
こ
の
問
題
に
対
し
て
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
　
説
明
義
務
と
助
言
義
務
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
法
状
況

第
一
節
　
先
物
取
引
に
関
す
る
判
例

ド
イ
ツ
で
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
、
海
外
の
商
品
先
物
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
お
い
て
、
先
物
取
引
仲
介
業
者
が
電
話
等
に
よ
り
不
招
請

勧
誘
を
行
っ
た
う
え
で
、
多
数
回
に
わ
た
り
顧
客
に
取
引
を
継
続
さ
せ
、
内
訳
を
明
ら
か
に
せ
ず
に
多
額
の
手
数
料
を
上
乗
せ
し
た
オ
プ

シ
ョ
ン
料
（O

p
tio
n
sp
rä
m
ie

）
を
顧
客
か
ら
徴
収
し
、
顧
客
に
多
大
な
損
害
を
負
わ
せ
る
と
い
う
被
害
例
が
多
く
見
ら
れ
た
。
相
場
が
予

想
通
り
に
動
い
た
と
し
て
も
、
手
数
料
分
が
増
額
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
料
を
上
回
る
利
益
を
得
な
け
れ
ば
顧
客
は
損
害
を
被
り
、
さ
ら
に
、

取
引
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
手
数
料
の
負
担
が
増
大
す
る
の
で
、
リ
ス
ク
と
リ
タ
ー
ン
と
の
間
に
著
し
い
不
均
衡
が
生
ず
る
。
こ
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の
よ
う
な
被
害
例
に
直
面
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
）
は
、
業
者
に
厳
格
な
説
明
義
務
（A

u
fk
lä
ru
n
g
sp
fl
ich
t

）
を
負
わ

せ
た
う
え
で
、
契
約
締
結
上
の
過
失
を
根
拠
に
（
近
時
は
積
極
的
債
権
侵
害
も
法
的
根
拠
に
加
え
ら
れ
て
い
る
）、
説
明
義
務
違
反
に
基
づ

く
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
と
い
う
判
例
法
理
を
形
成
し
た
。

業
者
は
オ
プ
シ
ョ
ン
料
を
増
額
す
る
か
た
ち
で
多
額
の
手
数
料
を
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
オ
プ

シ
ョ
ン
料
の
増
額
分
が
多
額
で
あ
る
た
め
に
、
リ
ス
ク
と
リ
タ
ー
ン
が
不
均
衡
と
な
り
、
相
場
が
上
昇
し
て
も
顧
客
が
利
益
を
得
ら
れ
る

可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
も
義
務
付
け
ら
れ
た（2
）
　
。
ま
た
、
説
明
方
法
と
し
て
、
前
記
の
説
明
内
容
に
つ
い
て
「
う

わ
べ
だ
け
し
か
読
ま
な
い
者
で
も
誤
解
を
し
な
い
よ
う
に
目
立
つ
形
式
で
指
摘
が
な
さ
れ
、
か
つ
、
美
辞
麗
句
や
宣
伝
文
句
な
ど
に
よ
っ

て
リ
ス
ク
の
指
摘
の
効
果
が
打
ち
消
さ
れ
な
い
よ
う
な
か
た
ち
で
作
成
さ
れ
た
」
説
明
書
を
事
前
に
顧
客
に
交
付
す
る
こ
と
が
業
者
に
求

め
ら
れ
た（3
）
　
。
商
品
先
物
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
事
案
で
形
成
さ
れ
た
判
例
は
、
そ
の
他
の
ハ
イ
リ
ス
ク
金
融
商
品
の
事
案
に
も
拡
大
さ
れ（4
）
　
、
確

立
し
た
判
例
法
理
と
な
っ
た
（
先
物
取
引
ル
ー
ル（5
）
　
）。

判
例
に
よ
る
と
、
顧
客
か
ら
多
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
先
物
取
引
業
者
は
利
益
を
得
る
機
会
が
皆
無
に
等
し
い
こ
と
を
顧
客
に
説
明

し
な
け
れ
ば
説
明
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
、
事
実
上
、
そ
の
よ
う
な
先
物
取
引
業
者
に
よ
る
一
般
投
資
家
に
対
す
る
先

物
取
引
の
不
招
請
勧
誘
が
禁
止
さ
れ
た
に
等
し
い
。
判
例
が
要
求
す
る
レ
ベ
ル
の
説
明
を
実
際
に
顧
客
に
対
し
て
行
え
ば
取
引
締
結
に
至

る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
説
明
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
の
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
、
実
質
的
に

は
、
悪
質
な
先
物
取
引
業
者
に
対
し
て
適
合
性
原
則
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
課
し
た
の
と
同
様
の
結
果
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
節
　
助
言
義
務
に
関
す
る
判
例

ド
イ
ツ
で
は
従
来
か
ら
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
制
度
が
と
ら
れ
て
お
り
、
銀
行
が
証
券
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
判
例
に
よ
る
と
、

顧
客
保
護
の
た
め
に
投
資
仲
介
者
（A

n
lagev

erm
ittler

）
に
は
説
明
義
務
が
課
さ
れ
る
が（6
）
　
、
こ
れ
に
対
し
、
顧
客
か
ら
厚
い
信
頼
を
得
て

い
る
銀
行
は
、
投
資
助
言
者
（A

n
la
g
eb
era
ter

）
と
し
て
、
説
明
義
務
よ
り
も
ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
助
言
義
務
（B

era
tu
n
g
sp
fl
ich
t

）
を
課

せ
ら
れ
て
い
る（7
）
　
。
助
言
義
務
に
関
す
る
判
例
法
理
は
、
一
九
九
三
年
に
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
下
し
た
ボ
ン
ド
（B

o
n
d

）
事
件
判
決
が
代
表
的
判
例
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
ボ
ン
ド
判
決
ル
ー
ル
と
呼
ば
れ
て
い
る（8
）
　
。

説
明
義
務
が
金
融
商
品
の
構
造
や
リ
ス
ク
な
ど
の
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
顧
客
に
情
報
を
提
供
す
る
義
務
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
助
言

義
務
は
説
明
に
加
え
て
専
門
家
と
し
て
の
一
定
の
価
値
判
断
を
顧
客
に
示
す
こ
と
も
義
務
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る（9
）
　
。

判
例
に
よ
る
と
、
銀
行
と
顧
客
と
の
間
で
明
示
の
助
言
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
顧
客
が
銀
行
の
専
門
性
に
信
頼
を
寄

せ
て
い
る
状
況
が
存
在
す
れ
ば
、
銀
行
が
顧
客
に
対
し
て
金
融
商
品
に
関
す
る
助
言
や
推
奨
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
黙
示
の
助
言
契
約
の

成
立
が
認
定
さ
れ
、
銀
行
に
助
言
義
務
が
課
さ
れ
る（10
）
　
。
明
示
も
し
く
は
黙
示
の
助
言
契
約
か
ら
発
生
し
た
助
言
義
務
に
違
反
し
た
銀
行
は

顧
客
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。
も
っ
と
も
、
顧
客
が
購
入
す
る
金
融
商
品
を
自
ら
決
定
し
た
う
え
で
助
言
が
不
要
で
あ
る
旨
を

事
前
に
銀
行
に
告
げ
て
い
た
場
合
な
ど
の
よ
う
に
、
銀
行
の
助
言
を
不
要
と
す
る
顧
客
の
意
思
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
黙
示
の
助
言
契

約
は
認
定
さ
れ
な
い（11
）
　
。

助
言
義
務
は
投
資
家
に
適
し
た
助
言
と
投
資
対
象
に
適
し
た
助
言
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
投
資
家
に
適
し
た
助
言
と
は
、
顧
客

の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産
状
態
に
適
し
た
助
言
を
行
う
こ
と
を
指
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
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財
産
状
態
に
関
す
る
顧
客
情
報
収
集
義
務
が
銀
行
に
課
せ
ら
れ
て
い
る（12
）
　
。
投
資
家
に
適
し
た
助
言
義
務
と
顧
客
情
報
収
集
義
務
の
組
み
合

わ
せ
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
顧
客
熟
知
原
則
（k

n
ow
y
o
u
r
cu
stom

er
ru
le

）
と
適
合
性
原
則
（su

itab
ility

ru
le

）
に
対
応
す
る
も

の
と
解
さ
れ
て
い
る（13
）
　
。

投
資
対
象
に
適
し
た
助
言
は
、
顧
客
に
推
奨
し
た
金
融
商
品
の
特
徴
や
リ
ス
ク
に
つ
い
て
助
言
を
す
る
義
務
を
指
し
、
そ
の
前
提
と
し

て
、
当
該
金
融
商
品
の
内
容
や
リ
ス
ク
な
ど
を
調
査
す
る
義
務
が
銀
行
に
課
せ
ら
れ
る（14
）
　
。

第
三
節
　
因
果
関
係
の
推
定
に
関
す
る
判
例

判
例
に
よ
る
と
、
説
明
義
務
違
反
あ
る
い
は
助
言
義
務
違
反
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
が
推
定
さ
れ
、
適
切
な
説
明
や
助
言
を
し
て

も
顧
客
は
そ
れ
を
無
視
し
て
取
引
を
開
始
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
業
者
が
反
証
で
き
な
け
れ
ば
、
説
明
義
務
違
反
や
助
言
義
務
違

反
と
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
が
認
定
さ
れ
る（15
）
　
。
因
果
関
係
の
推
定
は
、
取
引
に
よ
っ
て
損
失
を
被
っ
た
顧
客
が
そ
の
後
も
取
引
を
継
続

し
て
さ
ら
な
る
損
害
を
被
っ
た
場
合
で
も
認
め
ら
れ（16
）
　
、
ま
た
、
遅
れ
て
説
明
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
説
明
前
の
取
引
の
み
な
ら
ず
、
説

明
が
な
さ
れ
た
後
に
行
っ
た
取
引
に
つ
い
て
も
説
明
義
務
違
反
と
の
間
の
因
果
関
係
が
推
定
さ
れ
る（17
）
　
。

第
四
節
　
情
報
提
供
に
よ
る
取
引
所
先
物
取
引
能
力

ド
イ
ツ
で
は
、
以
前
か
ら
、
ド
イ
ツ
取
引
所
法
（B

örsen
gesetz

）
に
お
い
て
先
物
取
引
が
原
則
と
し
て
無
効
と
さ
れ
、
取
引
所
先
物
取

引
能
力
（B

örsen
term

in
gesch

äftsfä
h
ig
k
eit

）
を
付
与
さ
れ
た
者
の
み
が
例
外
と
し
て
有
効
な
先
物
取
引
を
締
結
で
き
る
と
い
う
シ
ス
テ
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ム
が
と
ら
れ
て
い
た（18
）
　
。

取
引
所
先
物
取
引
能
力
は
一
定
の
要
件
を
具
備
し
た
商
人
等
に
与
え
ら
れ
て
い
た
が
（
地
位
に
よ
る
取
引
所
先
物
取
引
能
力
、
取
引
所

法
旧
五
三
条
一
項
）、
一
九
八
九
年
以
降
は
、
業
者
か
ら
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
受
け
た
一
般
投
資
家
に
も
同
様
の
能
力
が
付

与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
情
報
提
供
に
よ
る
取
引
所
先
物
取
引
能
力
、
同
条
二
項（19
）
　
）。「
能
力
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
個
々
の
顧
客
の
判
断
能
力
は
一
切
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

判
例
は
、
取
引
所
先
物
取
引
能
力
が
先
物
取
引
の
形
式
的
有
効
要
件
で
あ
る
と
い
う
点
を
重
視
し
、
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
、
定
型

化
さ
れ
た
書
面
を
顧
客
に
交
付
す
る
だ
け
で
情
報
提
供
に
基
づ
く
取
引
所
先
物
取
引
能
力
の
付
与
を
認
め
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資

目
的
、
財
産
状
態
に
適
し
た
情
報
提
供
を
不
要
と
し
た
。
そ
し
て
、
顧
客
の
適
切
な
自
己
決
定
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
提
供
は
、

前
述
し
た
判
例
上
の
説
明
義
務
や
助
言
義
務
、
な
ら
び
に
、
後
述
す
る
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
旧
三
一
条
二
項
の
情
報
提
供
義
務
に
委
ね
ら

れ
た
（
二
段
階
の
情
報
提
供
）。

取
引
所
法
旧
五
三
条
二
項
の
情
報
提
供
は
先
物
取
引
の
有
効
要
件
で
あ
り
、
こ
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
先
物
取
引
は
無
効
と
な
る

（
第
一
段
階
の
情
報
提
供
）。
こ
れ
に
対
し
、
判
例
上
の
説
明
義
務
や
助
言
義
務
な
ら
び
に
証
取
法
旧
三
一
条
二
項
の
情
報
提
供
義
務
は
、

個
々
の
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産
状
態
を
考
慮
に
入
れ
た
情
報
提
供
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
義
務
に
違
反
し

た
業
者
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
（
第
二
段
階
の
情
報
提
供（20
）
　
）。

情
報
提
供
に
よ
る
取
引
所
先
物
取
引
能
力
制
度
は
二
〇
〇
二
年
の
取
引
所
法
改
正
に
よ
り
廃
止
さ
れ
、
後
述
す
る
証
取
法
三
七
ｄ
条
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
た（21
）
　
。
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第
五
節
　
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
旧
三
一
条

一
九
九
五
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
（W

ertp
ap
ierh
an
d
elsgesetz

）
旧
三
一
条
二
項
に
お
い
て
、
銀
行
を
は
じ
め
と
す

る
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
（W

ertp
ap
ierd
ien
stleistu

n
gsu
n
tern
eh
m
en

）
は
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産
状
態
に
つ
い
て

顧
客
に
申
告
を
さ
せ
る
義
務
（
顧
客
情
報
収
集
義
務
）（
一
号
）、
な
ら
び
に
、
顧
客
に
適
し
た
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
提
供
す
る
義
務
（
二
号
）

を
課
せ
ら
れ
た
。
二
〇
〇
七
年
改
正
前
の
ド
イ
ツ
証
取
法
旧
三
一
条
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
旧
三
一
条
（
二
〇
〇
七
年
改
正
前
）】

一
項
「
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
以
下
の
義
務
を
負
う
。
一
．
必
要
な
専
門
知
識
を
用
い
、
注
意
深
く
、
誠
実
に
、
顧
客
の
利
益
の
た
め

に
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
な
ら
び
に
証
券
付
随
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
。
二
．
利
益
相
反
の
回
避
に
努
め
、
不
可
避
的
に
利
益
相
反
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
顧
客
の
利
益
を
適
切
に
保
護
し
て
注
文
を
執
行
す
る
よ
う
に
配
慮
す
る
」。

二
項
「
さ
ら
に
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
意
図
し
た
取
引
の
種
類
や
規
模
を
考
慮
し
て
、
顧
客
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
範

囲
内
に
お
い
て
、
以
下
の
義
務
を
負
う
。
一
．
証
券
サ
ー
ビ
ス
も
し
く
は
証
券
付
随
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
な
る
取
引
に
お
け
る
顧
客
の
経
験

と
知
識
、
顧
客
が
取
引
に
よ
っ
て
果
た
そ
う
と
す
る
目
的
、
な
ら
び
に
、
顧
客
の
財
産
状
態
に
つ
い
て
、
顧
客
に
申
告
を
要
求
す
る
。
二
．

目
的
に
適
っ
た
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
顧
客
に
提
供
す
る
。
但
し
、
顧
客
は
第
一
文
第
一
号
に
お
け
る
申
告
の
要
求
に
応
じ
る
義
務
は
な
い
」。

旧
三
一
条
二
項
二
号
に
お
い
て
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産
状
態
に
適
し
た
情
報
提
供
を
す
る
義
務
（
説
明
義
務
）
が



明治大学　法律論叢 83巻 4・5号：責了 tex/kawachi-8345.tex page39 2011/02/01 18:28

39 ――投資取引における適合性原則と損害賠償責任（一）――

業
者
に
課
せ
ら
れ（22
）
　
、
説
明
義
務
を
果
た
す
た
め
の
前
提
と
し
て
、
一
号
に
お
い
て
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産
状
態
に
つ

い
て
顧
客
に
申
告
を
要
求
す
る
顧
客
情
報
収
集
義
務
が
業
者
に
課
さ
れ
て
い
る（23
）
　
。
顧
客
情
報
収
集
義
務
は
、
ボ
ン
ド
判
決
ル
ー
ル
に
お
い

て
顧
客
に
適
し
た
助
言
義
務
の
前
提
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
証
取
法
旧
三
一
条
二
項
一
号
で
明
文
化
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
顧
客
に
適
し
た
説
明
義
務
の
前
提
と
し
て
も
不
可
欠
な
義
務
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
た（24
）
　
。

第
六
節
　
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
旧
三
七
ｄ
条

前
述
の
よ
う
に
、
取
引
所
法
の
取
引
所
先
物
取
引
能
力
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
そ
れ
に
代
わ
る
制
度
と
し
て
、
二
〇
〇
二
年

の
ド
イ
ツ
証
取
法
の
改
正
に
よ
り
、
同
法
に
旧
三
七
ｄ
条
が
新
設
さ
れ
た（25
）
　
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
業
者
が
消
費
者
と
の
間
で
金
融
先
物
取
引

（F
in
a
n
zterm

in
g
esch
ä
ft

　
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
全
般
を
含
む
広
い
概
念
）
を
行
う
場
合
、
同
法
旧
三
一
条
二
項
二
号
の
一
般
的
情
報
提

供
義
務
に
加
え
、
金
融
先
物
取
引
に
つ
い
て
特
別
な
情
報
提
供
義
務
（
説
明
義
務
）
を
負
う
。

提
供
す
べ
き
情
報
は
次
の
四
項
目
で
あ
る
。
①
金
融
先
物
取
引
に
よ
っ
て
取
得
し
た
期
限
付
の
権
利
が
満
期
に
よ
っ
て
消
滅
し
、
あ
る

い
は
、
価
値
が
下
落
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
。
②
損
失
リ
ス
ク
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
提
供
さ
れ
た
担
保
を
超
え
る
場
合
も

あ
り
得
る
こ
と
。
③
金
融
先
物
取
引
か
ら
発
生
す
る
リ
ス
ク
を
排
除
も
し
く
は
軽
減
す
る
た
め
の
取
引
が
締
結
で
き
な
い
場
合
や
不
利
な

市
場
価
格
で
締
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
。
④
金
融
先
物
取
引
か
ら
発
生
し
た
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
融
資
を
受
け

た
場
合
、
あ
る
い
は
、
金
融
先
物
取
引
か
ら
発
生
し
た
債
務
や
反
対
給
付
が
外
貨
も
し
く
は
他
の
計
算
単
位
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る

場
合
、
損
失
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
こ
と
。

以
上
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
顧
客
に
交
付
し
、
顧
客
の
署
名
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
。
書
面
の
内
容
は
画
一
的
に
標
準
化
さ
れ
た
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も
の
で
よ
く
、
あ
ら
ゆ
る
顧
客
に
対
し
て
同
一
内
容
の
書
面
を
交
付
す
れ
ば
足
り
る
。
個
々
の
顧
客
の
知
識
や
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産

状
態
に
適
し
た
説
明
を
す
る
必
要
は
な
い
。
説
明
義
務
に
違
反
し
た
業
者
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
う（26
）
　
。

ド
イ
ツ
証
取
法
旧
三
七
ｄ
条
は
、
説
明
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
明
文
で
認
め
た
点
で
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
が
、
画

一
的
な
内
容
の
書
面
を
交
付
す
れ
ば
足
り
る
の
で
、
知
識
や
経
験
の
乏
し
い
顧
客
の
保
護
に
と
っ
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
知
識
や
経
験
が

豊
富
な
顧
客
に
と
っ
て
は
意
味
が
な
い
。
顧
客
の
適
切
な
投
資
決
定
に
資
す
る
説
明
義
務
や
助
言
義
務
は
、
従
来
の
判
例
法
理
や
証
取
法

旧
三
一
条
二
項
二
号
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
取
引
所
法
旧
五
三
条
二
項
と
同
様
、
二
段
階
の
情
報
提
供
義
務
と
い
う
複
雑
な
構
造
が

維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
業
者
は
ド
イ
ツ
証
取
法
旧
三
七
ｄ
条
で
義
務
付
け
ら
れ
た
説
明
を
実
際
に
行
っ
て
も
、
判
例
上
の
説
明
義

務
や
助
言
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
責
任
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
業
者
と
顧
客
の
双
方
に
と
っ
て
、
旧
三
七
ｄ
条
は

存
在
意
義
の
乏
し
い
規
定
と
さ
れ
た（27
）
　
。
旧
三
七
ｄ
条
は
、
二
〇
〇
七
年
の
ド
イ
ツ
証
取
法
改
正
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た（28
）
　
。

第
七
節
　
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
行
為
義
務

安
い
手
数
料
で
注
文
を
受
け
付
け
る
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
七
年
改
正
前
の
ド
イ
ツ
証
取
法
に
は
明
文
規

定
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
判
例
や
証
取
法
に
よ
り
通
常
の
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
に
課
せ
ら
れ
る
助
言
義
務
、
説
明
義
務
、
顧
客

情
報
収
集
義
務
の
軽
減
あ
る
い
は
免
除
が
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
た（29
）
　
。

ま
ず
、
助
言
義
務
の
免
除
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
争
い
は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
判
例
は
黙
示
の
助
言
契
約
と
い
う
構

成
に
よ
っ
て
助
言
義
務
を
導
出
し
て
い
る
が
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
取
引
開
始
前
に
助
言
を
行
わ
な
い
こ
と
を
明
示
し
、
顧

客
も
そ
れ
を
承
諾
し
て
取
引
が
開
始
さ
れ
る
の
で
、
黙
示
の
助
言
契
約
は
認
定
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
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助
言
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る（30
）
　
。
た
だ
し
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
実
際
に
特
定
の
金
融
商
品
を
顧
客
に
推
奨
す
る
と
、

黙
示
の
助
言
契
約
が
認
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る（31
）
　
。

こ
れ
に
対
し
て
、
説
明
義
務
と
顧
客
情
報
収
集
義
務
が
免
除
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
争
わ
れ
て
い
た
。
説
明
義
務
と
顧
客
情

報
収
集
義
務
は
ド
イ
ツ
証
取
法
旧
三
一
条
二
項
に
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同
規
定
は
顧
客
を
保
護
す
る
私
法
的
側
面
を
有
す
る
も

の
の
、
あ
く
ま
で
も
業
法
上
の
取
締
規
定
で
あ
り
、
契
約
当
事
者
間
の
合
意
や
特
約
に
よ
り
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る（32
）
　
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
常
の
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
と
同
様
の
説
明
義
務
な
ら
び
に
顧
客
情
報
収
集
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
と
、
コ
ス
ト

の
面
か
ら
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
安
い
手
数
料
を
維
持
で
き
な
く
な
る
。

こ
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
金
融
サ
ー
ビ
ス
監
督
庁
が
制
定
し
た
「
三
一
条
と
三
二
条
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
以
下
、「
旧
三
一
条
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
記
す
）
に
お
い
て（33
）
　
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
義
務
を
軽
減
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

旧
三
一
条
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
Ｂ
二
・
六
）
に
よ
る
と（34
）
　
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
顧
客
の
知
識
と
経
験
の
み
に
つ
い
て
申
告
を
要

求
し
、
顧
客
の
知
識
と
経
験
を
考
慮
に
入
れ
た
説
明
を
す
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
た
。
顧
客
の
投
資
目
的
と
財
産
状
態
に
関
す
る
情
報
の
収

集
、
な
ら
び
に
、
顧
客
の
投
資
目
的
と
財
産
状
態
に
配
慮
し
た
説
明
は
免
除
さ
れ
て
お
り
、
顧
客
情
報
収
集
義
務
と
説
明
義
務
が
相
当
軽

減
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
業
者
が
取
引
に
必
要
な
資
金
を
顧
客
に
融
資
し
た
り
融
資
の
仲
介
を
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
顧
客

に
担
保
の
提
供
を
要
求
し
た
場
合
に
は
、
投
資
目
的
と
財
産
状
態
に
関
し
て
も
顧
客
に
申
告
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た（35
）
　
。

こ
の
よ
う
に
、
旧
三
一
条
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
Ｂ
二
・
六
）
に
よ
り
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
顧
客
情
報
収
集
義
務
と
説
明
義
務

は
か
な
り
軽
減
さ
れ
た
が
、
顧
客
の
知
識
と
経
験
に
配
慮
し
た
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
標
準
化
さ
れ
た
書
面
の
交
付
だ
け

で
は
説
明
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
旧
三
一
条
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
Ｂ
二
・
六
）
に
よ
る
義
務
の
軽

減
措
置
は
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
満
足
さ
せ
る
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
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そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
、
顧
客
の
ク
ラ
ス
分
け
と
説
明
義
務
に
つ
い
て
定
め
た
旧
三
一
条
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
Ｂ
二
・
二
）
で
あ
る（36
）
　
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
業
者
が
多
種
多
様
な
金
融
商
品
を
リ
ス
ク
に
応
じ
て
複
数
の
ク
ラ
ス
に
分
類
し
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財

産
状
態
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
顧
客
を
い
ず
れ
か
の
ク
ラ
ス
に
割
り
振
り
、
顧
客
が
割
り
振
ら
れ
た
ク
ラ
ス
に
属
す
る
金
融
商
品
が
取
引

対
象
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
定
型
的
に
標
準
化
さ
れ
た
書
面
を
顧
客
に
交
付
す
れ
ば
説
明
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
た
。

リ
ス
ク
に
応
じ
て
金
融
商
品
を
ク
ラ
ス
分
け
し
た
う
え
で
顧
客
を
各
ク
ラ
ス
に
振
り
分
け
る
こ
と
に
よ
り
、
顧
客
に
不
適
合
な
金
融
商

品
は
取
引
の
対
象
外
と
な
る
こ
と
か
ら
、
大
ま
か
で
は
あ
る
が
、
適
合
性
原
則
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ク
ラ
ス
分
け
に

労
力
を
費
や
し
た
業
者
に
対
し
て
、
標
準
化
さ
れ
た
書
面
の
交
付
の
み
で
説
明
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
見
返
り
が
与
え
ら

れ
て
い
る
。

デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
多
く
は
、
旧
三
一
条
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
Ｂ
二
・
二
）
に
依
拠
し
た
業
務
運
営
を
選
択
し
た
。
旧
三
一

条
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
Ｂ
二
・
六
）
に
お
い
て
顧
客
情
報
収
集
義
務
を
軽
減
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
主
的
に
顧
客
の
投
資
目
的

と
財
産
状
態
に
つ
い
て
も
顧
客
に
申
告
を
要
求
し
た
う
え
で
、
金
融
商
品
と
顧
客
の
ク
ラ
ス
分
け
を
行
い
、
標
準
化
さ
れ
た
書
面
の
交
付

の
み
で
説
明
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
恩
恵
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る（37
）
　
。

第
二
章
　
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
二
〇
〇
七
年
改
正

第
一
節
　
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
新
三
一
条

二
〇
〇
四
年
四
月
二
一
日
に
採
択
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
の
金
融
商
品
市
場
指
令
（M

a
rk
ets
in
F
in
a
n
cia
l
In
stru
m
en
ts
D
irectiv

e;
M
iF
ID

）
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は（38
）
　
、
新
た
に
登
場
し
た
金
融
商
品
へ
の
対
応
な
ら
び
に
投
資
家
保
護
の
一
層
の
充
実
を
図
る
た
め
の
法
制
度
の
整
備
を
加
盟
国
に
求
め

た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
同
指
令
一
九
条
を
国
内
法
化
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
七
年
七
月
一
六
日
に
金
融
商
品
市
場
指
令
国
内
化
法

（F
in
an
zm
ark
t-R
ich
tlin
ie-U
m
setzu

n
gsgesetz;

F
R
U
G

）
が
制
定
さ
れ
、
ド
イ
ツ
証
取
法
三
一
条
以
下
の
行
為
規
定
が
改
正
さ
れ
た
。

同
改
正
法
は
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
、
ド
イ
ツ
証
取
法
三
一
条
は
以
下
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

【
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
新
三
一
条
】

一
項
「
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
（W

ertp
ap
ierd
ien
stleistu

n
gsu
n
tern
eh
m
en

）
は
以
下
の
義
務
を
負
う
。（
一
）
必
要
な
専
門
知
識
を

用
い
、
注
意
深
く
、
誠
実
に
、
顧
客
の
利
益
の
た
め
に
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
な
ら
び
に
証
券
付
随
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
。（
二
）
利
益
相
反

（In
teressen

k
o
n
fl
ik
ten

）
の
回
避
に
努
め
る
と
と
も
に
、
顧
客
の
利
益
を
侵
害
す
る
リ
ス
ク
を
適
切
な
判
断
に
よ
り
回
避
す
る
た
め
に
三

三
条
一
項
二
文
三
号
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
組
織
的
な
措
置
が
十
分
で
な
い
場
合
に
は
、
取
引
を
実
行
す
る
前
に
顧
客
に
対
し
て
利
益

相
反
の
一
般
的
発
生
原
因
を
明
示
す
る
」。

二
項
「
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
が
顧
客
に
提
供
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
は
、
宣
伝
広
告
（W

erb
em
itteilu

n
g
en

）
の
場
合
も
含
め
、
信
頼
で

き
る
内
容
で
、
明
確
で
あ
り
、
か
つ
、
誤
解
を
招
か
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宣
伝
広
告
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
明
確
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
以
下
省
略
）」。

三
項
「
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
顧
客
に
提
示
し
た
、
あ
る
い
は
、
顧
客
が
希
望
し
た
金
融
商
品
（F

in
an
zin
stru
m
en
t

）
や
証
券
サ
ー

ビ
ス
の
性
質
な
ら
び
に
リ
ス
ク
に
関
し
て
、
顧
客
が
適
切
な
判
断
に
よ
り
そ
れ
ら
を
理
解
す
る
た
め
に
適
し
た
情
報
、
あ
る
い
は
、
顧
客

が
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
投
資
決
定
す
る
た
め
に
適
し
た
情
報
を
、
適
時
に
、
か
つ
、
わ
か
り
や
す
い
方
法
で
、
顧
客
に
提
供
す
る
義
務
を

負
う
。
情
報
提
供
は
標
準
化
さ
れ
た
方
式
（in

sta
n
d
a
rd
isierter

F
o
rm

）
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
も
で
き
る
。
以
下
の
情
報
に
つ
い
て
提
供
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す
る
こ
と
を
要
す
る
。
一
．
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
な
ら
び
に
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
。
二
．
金
融
商
品
や
投
資
手
法
の
種
類
な
ら
び
に
そ

れ
ら
に
含
ま
れ
る
リ
ス
ク
。
三
．
注
文
執
行
の
場
所
。
四
．
費
用
な
ら
び
に
付
随
費
用
。（
以
下
省
略
）」。

四
項
「
投
資
助
言
（A

n
la
g
eb
era
tu
n
g

）
あ
る
い
は
金
融
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管
理
（F

in
a
n
zp
o
rtfo
liov
erw
a
ltu
n
g

）
を
行
う
証
券
サ
ー

ビ
ス
業
者
は
、
特
定
の
種
類
の
金
融
商
品
や
証
券
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
顧
客
の
知
識
（K

en
n
tn
is

）、
経
験
（E

rfa
h
ru
n
g

）、
顧
客
の
投
資

目
的
（A

n
lageziel

）、
財
産
状
態
（fi

n
an
zielles

V
erh
ä
ltn
is

）
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
、
顧
客
に
適
し
た
金
融
商
品
や
証
券
サ
ー
ビ

ス
を
推
奨
す
る
（em

p
feh
len

）
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
顧
客
か
ら
収
集
（ein

h
olen

）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顧
客
に
推
奨
し
た
具

体
的
な
取
引
、
あ
る
い
は
、
金
融
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管
理
の
枠
内
に
お
け
る
具
体
的
な
証
券
サ
ー
ビ
ス
が
顧
客
の
投
資
目
的
に
合
致
し
て

い
る
か
、
投
資
リ
ス
ク
が
顧
客
の
投
資
目
的
と
の
関
係
で
財
産
的
に
負
担
可
能
な
も
の
か
、
顧
客
の
知
識
や
経
験
か
ら
判
断
し
て
顧
客
が

投
資
リ
ス
ク
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
か
な
ど
を
考
慮
し
て
適
合
性
（G

eeign
eth
eit

）
が
判
断
さ
れ
る
。
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
必
要

な
顧
客
情
報
を
収
集
で
き
な
い
場
合
、
投
資
助
言
に
お
い
て
金
融
商
品
の
推
奨
を
、
金
融
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管
理
に
お
い
て
推
奨
を
行
っ

て
は
な
ら
な
い
」。

五
項
「
四
項
で
規
定
さ
れ
た
証
券
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
取
引
に
お
い
て
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
顧
客
の
注
文
を
執
行
す
る
前
に
、
特
定

の
種
類
の
金
融
商
品
も
し
く
は
証
券
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
顧
客
の
知
識
や
経
験
に
つ
い
て
の
情
報
を
、
当
該
金
融
商
品
や
証
券
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
顧
客
の
適
格
性
（A

n
gem
essen

h
eit

）
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
顧
客
か
ら
収
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顧

客
が
当
該
金
融
商
品
や
証
券
サ
ー
ビ
ス
に
伴
う
リ
ス
ク
を
適
切
に
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
や
経
験
を
有
し
て
い
る
か
を
考
慮
し
て

適
格
性
が
判
断
さ
れ
る
。
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
が
第
一
文
に
記
し
た
顧
客
情
報
に
基
づ
い
て
顧
客
が
希
望
し
た
金
融
商
品
や
証
券
サ
ー
ビ

ス
が
顧
客
に
適
さ
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
顧
客
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
が
必
要
な
顧
客

情
報
を
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
第
一
文
に
お
け
る
適
格
性
の
判
断
が
で
き
な
い
旨
を
顧
客
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
文
に
お
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け
る
指
摘
な
ら
び
に
第
四
文
に
お
け
る
情
報
提
供
は
標
準
化
さ
れ
た
方
式
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
」。

六
項
「
四
項
と
五
項
で
規
定
さ
れ
た
情
報
が
顧
客
の
申
告
に
基
づ
く
場
合
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
顧
客
の
申
告
に
お
け
る
誤
り

（F
eh
lerh
a
ftig
k
eit

）
や
不
完
全
（U

n
v
o
llstä
n
d
ig
k
eit

）
に
つ
い
て
責
め
を
負
わ
な
い
。
但
し
、
顧
客
の
申
告
の
不
完
全
や
誤
り
を
証
券

サ
ー
ビ
ス
業
者
が
知
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」。

七
項「
五
項
に
お
け
る
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
義
務
は
以
下
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
一
．
顧
客
の
指
示
に
基
づ
き（au

f
V
eran
lassu

n
g

d
es
K
u
n
d
en

）、
組
織
化
さ
れ
た
市
場
あ
る
い
は
同
レ
ベ
ル
の
市
場
に
お
い
て
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
、
金
融
市
場
証
券
、
債
券
、・
・
・

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
で
は
な
い
そ
の
他
の
債
務
証
券
に
つ
い
て
仲
介
取
引
あ
る
い
は
自
己
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
。（
中
略
）。
二
．
五
項
に
お

け
る
適
格
性
の
調
査
を
行
わ
な
い
旨
を
顧
客
に
伝
え
た
場
合
。
こ
の
情
報
提
供
は
標
準
化
さ
れ
た
方
式
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
」。

八
項
「
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
適
切
な
方
法
で
、
執
行
さ
れ
た
取
引
あ
る
い
は
金
融
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管
理
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し

て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

九
項
「
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
四
項
の
義
務
に
つ
い
て
、
三
一
ａ
条
二
項
に
お
け
る
プ
ロ
顧
客
が
、
プ
ロ
顧
客
向
け
と
し
て
ク
ラ
ス
分

け
さ
れ
た
商
品
、
取
引
、
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
取
引
に
伴
う
リ
ス
ク
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
や
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
な

ら
び
に
、
投
資
リ
ス
ク
が
顧
客
の
投
資
目
的
と
の
関
係
で
財
産
的
に
負
担
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

（
一
〇
項
、
一
一
項
は
省
略
）

第
二
節
　
説
明
義
務

ド
イ
ツ
証
取
法
新
三
一
条
三
項
に
よ
る
と
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
顧
客
に
提
示
し
た
、
あ
る
い
は
、
顧
客
が
希
望
し
た
金
融
商
品
や
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証
券
サ
ー
ビ
ス
の
性
質
な
ら
び
に
リ
ス
ク
に
関
し
て
、
顧
客
の
投
資
決
定
に
資
す
る
よ
う
に
、
適
時
に
、
か
つ
、
わ
か
り
や
す
い
方
法
で
、

情
報
を
提
供
す
る
義
務
を
負
う
。
提
供
す
べ
き
情
報
は
、「
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
な
ら
び
に
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
」、「
金
融
商
品
の
種
類

な
ら
び
に
そ
れ
に
伴
う
リ
ス
ク
」、「
注
文
の
執
行
場
所
」、「
費
用
な
ら
び
に
付
随
費
用
」
の
四
項
目
で
あ
る
。
具
体
的
内
容
は
「
証
券
サ
ー

ビ
ス
の
行
為
な
ら
び
に
組
織
命
令
（W

ertp
a
p
ierd
ien
stleistu

n
g
s-
V
erh
a
lten
s-
u
n
d
O
rg
a
n
isa
tio
n
sv
ero
rd
n
u
n
g
;
W
p
D
V
erO
V

）（
証

券
サ
ー
ビ
ス
命
令
）」
五
条
に
お
い
て
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る（39
）
　
。

改
正
前
の
ド
イ
ツ
証
取
法
旧
三
一
条
二
項
で
は
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
顧
客
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い

て
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産
状
態
に
つ
い
て
顧
客
に
申
告
を
要
求
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
（
一
号
）、
収
集
し
た
顧
客
情

報
に
基
づ
い
て
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産
状
態
を
考
慮
に
入
れ
た
説
明
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
（
二
号
）。
と
こ
ろ
が
、

改
正
後
の
新
三
一
条
三
項
で
は
、
標
準
化
さ
れ
た
方
式
で
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
顧
客
の
属
性
に
配
慮
し

た
情
報
提
供
を
す
る
必
要
が
な
く
、
改
正
前
と
比
較
し
て
説
明
義
務
の
程
度
が
軽
減
さ
れ
て
い
る（40
）
　
。

し
か
し
な
が
ら
、
新
三
一
条
三
項
は
、
通
常
の
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
に
対
し
て
説
明
義
務
の
内
容
や
程
度
を
軽
減
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
業
者
が
遵
守
す
べ
き
「
最
低
限
の
説
明
義
務
」
を
法
定
し
た
に
す
ぎ
な
い（41
）
　
。
後
述
す
る

新
三
一
条
七
項
に
定
め
ら
れ
た
「
注
文
執
行
の
み
の
取
引
」
を
行
う
業
者
で
さ
え
、
新
三
一
条
三
項
の
説
明
義
務
を
排
除
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い（42
）
　
。
そ
れ
以
外
の
業
者
は
、
個
々
の
顧
客
の
属
性
に
配
慮
し
た
具
体
的
説
明
義
務
を
新
三
一
条
四
項
と
五
項
に
お
い
て
義
務
付
け

ら
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
従
来
か
ら
の
判
例
法
理
も
適
用
さ
れ
る
の
で
、
改
正
後
の
新
三
一
条
三
項
、
四
項
、
五
項
な
ら
び
に
判
例
法
理

を
総
合
す
る
と
、
通
常
の
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
に
課
せ
ら
れ
る
説
明
義
務
が
改
正
前
の
旧
三
一
条
二
項
二
号
と
比
較
し
て
軽
減
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い（43
）
　
。
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第
三
節
　
投
資
助
言
に
お
け
る
適
合
性
原
則

一
　
顧
客
に
適
し
た
推
奨
を
す
る
義
務

改
正
後
の
新
三
一
条
四
項
に
よ
る
と
、
投
資
助
言
を
行
う
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
顧
客
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
た
う
え
で
顧
客
に
適

し
た
金
融
商
品
を
推
奨
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
れ
は
適
合
性
原
則
（su

itab
ility

ru
le

）
を
明
文
化
し
た
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る（44
）
　
。
た
だ
し
、

す
べ
て
の
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
が
適
合
性
原
則
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
わ
け
で
は
な
く
、「
投
資
助
言
」
あ
る
い
は
「
金
融
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
管
理
」
を
行
う
業
者
の
み
が
適
合
性
原
則
の
遵
守
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
業
者
が
投
資
助
言
を
行
う
義
務
を
負
う

か
否
か
は
、
従
来
か
ら
の
助
言
義
務
に
関
す
る
判
例
法
理
（
ボ
ン
ド
判
決
ル
ー
ル
）
に
依
拠
す
る
の
で
、
明
示
の
助
言
契
約
が
締
結
さ
れ

て
い
る
場
合
の
ほ
か
、
黙
示
の
助
言
契
約
が
認
定
さ
れ
る
場
合
も
業
者
は
助
言
義
務
を
負
う
。
そ
し
て
、
判
例
に
よ
る
と
、
非
常
に
緩
や

か
な
基
準
に
よ
り
黙
示
の
助
言
契
約
が
認
定
さ
れ
る
の
で
、
適
合
性
原
則
に
よ
る
保
護
が
必
要
な
顧
客
と
の
関
係
で
は
、
大
抵
は
黙
示
の

助
言
契
約
が
認
定
さ
れ
、
業
者
は
顧
客
に
適
し
た
金
融
商
品
を
推
奨
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る（45
）
　
。

適
合
性
原
則
を
遵
守
し
た
推
奨
と
い
え
る
か
否
か
は
、
推
奨
さ
れ
た
金
融
商
品
が
顧
客
の
投
資
目
的
と
合
致
す
る
か
、
金
融
商
品
か
ら

生
ず
る
投
資
リ
ス
ク
に
耐
え
ら
れ
る
だ
け
の
財
産
を
顧
客
が
保
有
し
て
い
る
か
（
例
え
ば
、
投
資
の
原
資
が
借
入
金
の
場
合
は
ハ
イ
リ
ス

ク
な
金
融
商
品
は
不
適
合
と
な
る（46
）
　
）、
顧
客
が
自
身
の
知
識
や
経
験
に
基
づ
き
金
融
商
品
の
リ
ス
ク
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う

点
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る（47
）
　
。
新
三
一
条
四
項
が
提
示
し
て
い
る
適
合
性
の
判
定
基
準
は
、
従
来
か
ら
判
例
（
ボ
ン
ド
判
決
ル
ー
ル
）
が

要
求
し
て
い
る
「
投
資
家
に
適
し
た
助
言
」
と
同
じ
内
容
と
解
さ
れ
て
い
る（48
）
　
。
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二
　
顧
客
情
報
収
集
義
務

新
三
一
条
四
項
に
よ
る
と
、
投
資
助
言
を
行
う
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
顧
客
に
適
し
た
金
融
商
品
を
推
奨
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲

内
で
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産
状
態
に
関
す
る
顧
客
情
報
を
収
集
す
る
義
務
を
負
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
す
で
に
判
例
で

は
、
ボ
ン
ド
判
決
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
投
資
家
に
適
し
た
助
言
義
務
の
前
提
と
し
て
顧
客
情
報
収
集
義
務
が
業
者
に
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
、
改
正
前
の
ド
イ
ツ
証
取
法
旧
三
一
条
二
項
一
号
に
お
い
て
も
顧
客
情
報
収
集
義
務
が
明
文
化
さ
れ
て
い
た
。
新
三
一
条
四
項
は
判
例

法
理
を
明
文
化
す
る
と
と
も
に
旧
三
一
条
二
項
一
号
を
継
承
し
た
も
の
と
い
え
る（49
）
　
。

な
お
、
改
正
前
の
旧
三
一
条
二
項
一
号
で
課
せ
ら
れ
て
い
た
顧
客
情
報
収
集
義
務
は
、
規
定
の
体
裁
上
、
同
項
二
号
の
説
明
義
務
の
前

提
と
し
て
要
求
さ
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、
顧
客
情
報
収
集
義
務
と
助
言
義
務
の
関
係
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

改
正
後
の
新
三
一
条
四
項
は
、
顧
客
に
適
し
た
金
融
商
品
を
推
奨
す
る
義
務
の
前
提
と
し
て
顧
客
情
報
収
集
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
の
で
、
説
明
義
務
の
前
提
と
し
て
の
み
な
ら
ず
助
言
義
務
（
適
合
性
原
則
）
の
前
提
と
し
て
も
顧
客
情
報
収
集
義
務
（
顧

客
熟
知
原
則
）
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
、
条
文
の
文
言
か
ら
も
明
確
に
な
っ
た
。

事
前
に
顧
客
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
き
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産

状
態
に
適
し
た
説
明
、
助
言
、
推
奨
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
顧
客
情
報
収
集
義
務
は
、
顧
客
の
適
切
な
投
資
決
定
を
可
能
に
す

る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
自
己
責
任
原
則
を
支
え
て
い
る（50
）
　
。

業
者
に
課
さ
れ
て
い
る
の
は
、
顧
客
に
対
し
て
個
人
情
報
を
申
告
す
る
よ
う
に
要
請
す
る
義
務
で
あ
り
、
業
者
は
顧
客
に
質
問
を
す
れ

ば
足
り
る
。
顧
客
の
意
思
を
無
視
し
て
独
自
に
顧
客
情
報
を
調
査
す
る
義
務
が
業
者
に
課
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
顧
客
の
申
告
に

つ
い
て
方
式
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
口
頭
で
の
申
告
も
許
さ
れ
る
が
、
実
務
で
は
標
準
化
さ
れ
た
質
問
用
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

新
三
一
条
四
項
で
は
、
収
集
の
対
象
と
な
る
顧
客
情
報
と
し
て
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産
状
態
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
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が
、
よ
り
詳
細
な
内
容
は
証
券
サ
ー
ビ
ス
命
令
六
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
顧
客
に
申
告
を
要

求
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る（51
）
　
。
ま
ず
、
財
産
状
態
に
関
し
て
は
、
収
入
の
種
類
と
そ
の
額
、
債
務
、
保
有
資
産
（
特
に
、
現
金
、
投
資
、
不
動

産
）
の
価
値
の
申
告
。
投
資
目
的
に
関
し
て
は
、
顧
客
の
投
資
目
的
（
老
後
の
蓄
え
、
生
活
費
の
捻
出
、
資
産
形
成
、
投
機
な
ど
）
の
他
に
、

投
資
期
間
と
リ
ス
ク
に
対
す
る
備
え
の
申
告
。
顧
客
の
知
識
・
経
験
に
関
し
て
は
、
顧
客
が
知
識
を
有
し
て
い
る
金
融
商
品
の
種
類
、
顧
客

が
取
引
し
た
経
験
を
有
す
る
金
融
商
品
の
種
類
、
量
、
頻
度
、
期
間
、
顧
客
の
学
歴
な
ら
び
に
現
在
と
過
去
の
職
業
の
申
告
な
ど
で
あ
る
。

新
三
一
条
四
項
で
は
、
顧
客
情
報
は
「
必
要
な
範
囲
内
」
で
収
集
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
保
護
の
必
要
性
に
乏
し
い
顧
客

の
場
合
に
は
顧
客
情
報
収
集
義
務
も
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
顧
客
が
プ
ロ
顧
客
の
場
合
は
、
新
三
一
条
九
項
に
お
い
て
、
顧
客
情
報

収
集
義
務
の
軽
減
措
置
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
（
第
七
節
参
照
）。

ま
た
、
助
言
を
行
わ
な
い
業
者
（
五
項
）
と
注
文
執
行
の
み
を
行
う
業
者
（
七
項
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
顧
客
情
報
収
集
義
務
が
軽

減
さ
れ
て
い
る
（
第
五
節
と
第
六
節
参
照
）。

三
　
虚
偽
の
顧
客
情
報
が
申
告
さ
れ
た
場
合
の
措
置

新
三
一
条
六
項
に
よ
る
と
、
顧
客
が
自
身
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産
状
態
な
ど
に
つ
い
て
虚
偽
の
申
告
や
不
完
全
な
申
告
を
し

た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
業
者
は
顧
客
の
申
告
内
容
が
正
確
か
つ
完
全
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
説
明
、
助
言
、
推
奨
を
す
れ
ば
足
り
る
。
換

言
す
れ
ば
、
業
者
は
顧
客
の
申
告
内
容
の
正
確
性
を
確
認
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
。
虚
偽
の
申
告
や
不
完
全
な
申
告
の
結
果
、
顧
客

が
業
者
か
ら
不
適
合
な
金
融
商
品
の
勧
誘
を
受
け
た
り
、
十
分
な
説
明
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
業
者
に
対
し
て
説
明
義
務
違

反
や
助
言
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（52
）
　
。

た
だ
し
、
三
一
条
六
項
は
例
外
を
定
め
て
お
り
、
申
告
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
や
不
完
全
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
業
者
が
悪
意
も
し

く
は
善
意
重
過
失
の
場
合
、
業
者
は
申
告
内
容
が
正
確
か
つ
完
全
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
知
識
や
経
験
の
乏
し
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い
顧
客
が
過
失
に
よ
り
間
違
っ
た
内
容
の
申
告
を
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
当
該
申
告
内
容

に
基
づ
い
て
不
適
合
な
金
融
商
品
の
推
奨
を
行
っ
た
業
者
が
、
顧
客
の
申
告
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
や
不
完
全
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

悪
意
も
し
く
は
重
過
失
で
あ
っ
た
場
合
、
業
者
は
損
害
賠
償
責
任
を
課
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る（53
）
　
。

四
　
顧
客
が
申
告
を
拒
絶
し
た
場
合
の
措
置

顧
客
は
業
者
か
ら
の
申
告
の
要
請
に
応
じ
る
義
務
は
な
い
。
つ
ま
り
、
顧
客
は
自
身
に
関
す
る
情
報
の
申
告
を
強
制
さ
れ
な
い
。
改
正

前
の
旧
三
一
条
二
項
に
は
そ
の
旨
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
た
。
当
該
文
言
は
改
正
後
の
新
三
一
条
四
項
に
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
顧

客
が
申
告
の
要
請
に
応
じ
る
義
務
が
な
い
こ
と
は
明
文
規
定
が
な
く
て
も
当
然
の
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
証
券
サ
ー
ビ

ス
命
令
六
条
二
項
に
よ
る
と
、
業
者
は
、
顧
客
情
報
の
申
告
を
し
な
い
よ
う
に
顧
客
を
唆
す
よ
う
な
行
為
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を

ま
と
め
る
と
、
業
者
は
顧
客
に
対
し
て
申
告
を
強
制
で
き
な
い
が
、
申
告
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
真
摯
に
努
力
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る（54
）
　
。

新
三
一
条
四
項
に
よ
る
と
、
顧
客
が
自
身
に
関
す
る
情
報
の
申
告
を
拒
絶
し
た
場
合
、
業
者
は
金
融
商
品
を
推
奨
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら

れ
て
い
る（55
）
　
。
顧
客
が
申
告
を
拒
絶
し
た
場
合
の
業
者
の
対
応
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
争
い
が
あ
っ
た
が（56
）
　
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
業
者
は

申
告
を
拒
絶
し
た
顧
客
に
対
し
て
特
定
の
金
融
商
品
の
推
奨
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
自
身
に
関
す
る
情
報
の
申
告
を

拒
絶
し
た
顧
客
に
対
し
て
業
者
が
特
定
の
金
融
商
品
を
推
奨
し
た
場
合
、
顧
客
が
推
奨
さ
れ
た
金
融
商
品
の
取
引
を
希
望
し
て
も
、
業
者

は
取
引
に
応
じ
て
は
な
ら
な
い（57
）
　
。

も
っ
と
も
、
業
者
が
特
定
の
金
融
商
品
を
一
切
推
奨
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
顧
客
が
自
身
に
関
す
る
情
報
の
申
告
を
拒
絶
し

た
う
え
で
自
ら
選
ん
だ
特
定
の
金
融
商
品
の
注
文
を
し
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
業
者
は
推
奨
を
し
て
い
な
い
の
で
、
顧
客
の
注
文
を
受
け
付

け
る
こ
と
が
で
き
る（58
）
　
。
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な
お
、
新
三
一
条
四
項
は
必
要
な
範
囲
内
で
顧
客
情
報
の
収
集
を
業
者
に
義
務
付
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
業
者
が
顧
客
自
身
の

申
告
以
外
の
情
報
源
か
ら
顧
客
情
報
を
入
手
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
顧
客
情
報
の
収
集
の
必
要
性
が
乏
し
い
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
顧

客
が
申
告
を
拒
絶
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
金
融
商
品
を
推
奨
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る（59
）
　
。

第
四
節
　
財
産
管
理
に
お
け
る
適
合
性
原
則

一
　
財
産
管
理

財
産
管
理
（V

erm
ö
g
en
sv
erw
a
ltu
n
g

）
は
顧
客
か
ら
預
け
ら
れ
た
資
産
の
運
用
を
目
的
と
し
た
継
続
的
契
約
で
あ
り
、
業
者
に
投
資
決

定
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
業
者
は
顧
客
が
提
示
し
た
投
資
方
針
に
従
っ
て
投
資
決
定
を
行
う
が（60
）
　
、
顧
客
が
投
資
方
針
を
提
示
し
な
か
っ

た
場
合
、
業
者
は
顧
客
の
投
資
目
的
を
考
慮
し
て
投
資
決
定
を
行
う（61
）
　
。
業
者
は
投
資
方
針
や
顧
客
の
属
性
を
考
慮
し
て
個
々
の
投
資
決
定

を
適
切
に
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
長
期
的
に
財
産
全
体
の
投
資
バ
ラ
ン
ス
に
も
配
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る（62
）
　
。
ま
た
、
管
理
す
る
財
産

の
相
当
部
分
に
損
失
が
及
ん
だ
場
合
に
は
、
業
者
は
顧
客
に
対
し
て
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（63
）
　
。

二
　
金
融
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管
理

今
回
の
ド
イ
ツ
証
取
法
改
正
に
よ
り
、
財
産
管
理
は
金
融
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管
理
（F

in
a
n
zp
o
rtfo
liov
erw
a
ltu
n
g

）
と
い
う
名
称
を
与

え
ら
れ
、
投
資
助
言
と
と
も
に（64
）
　
、
新
三
一
条
四
項
の
適
用
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
業
者
は
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、

投
資
目
的
、
財
産
状
態
に
つ
い
て
顧
客
に
申
告
を
要
求
し
た
う
え
で
、
顧
客
の
属
性
に
適
し
た
財
産
管
理
を
推
奨
し
、
か
つ
、
説
明
を
す

る
義
務
を
負
う
。
個
々
の
投
資
決
定
は
業
者
が
行
う
の
で
、
業
者
が
助
言
や
説
明
を
行
う
理
由
は
、
財
産
管
理
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
、

ど
の
よ
う
な
投
資
方
針
を
提
示
す
る
か
を
顧
客
が
適
切
に
決
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る（65
）
　
。
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顧
客
が
自
身
に
関
す
る
情
報
の
申
告
に
応
じ
な
い
場
合
、
新
三
一
条
四
項
に
よ
る
と
、
業
者
は
財
産
管
理
契
約
に
つ
い
て
の
推
奨
を
禁

止
さ
れ
る
が
、
業
者
が
推
奨
を
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
顧
客
が
自
主
的
に
財
産
管
理
契
約
の
締
結
を
希
望
し
た
場
合
に
は
、
財

産
管
理
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
で
も
、
顧
客
の
投
資
目
的
を
知
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
解

さ
れ
て
い
る（66
）
　
。

三
　
投
資
助
言
と
金
融
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管
理
の
関
係

以
前
か
ら
、
投
資
助
言
と
財
産
管
理
は
全
く
異
な
る
取
引
類
型
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
投
資
助
言
は
、
顧
客
が
投
資
決
定
を
行
い
、
個
々

の
取
引
毎
に
顧
客
と
業
者
と
の
間
で
黙
示
の
助
言
契
約
が
認
定
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
財
産
管
理
は
、
業
者
が
投
資

決
定
を
行
う
継
続
的
取
引
と
解
さ
れ
て
き
た（67
）
　
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
投
資
助
言
と
金
融
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管
理
が
と
も
に
新
三
一
条
四
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
、
両
者
の
相
互
関
係
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
財
産
管
理
に
該
当
し
な
い
証
券
取
引
に
お
い
て
も
、
取
引
が
繰

り
返
し
行
わ
れ
る
事
案
で
は
、
明
示
ま
た
は
黙
示
の
助
言
契
約
を
認
定
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
取
引
関
係
を
投
資
助
言
と
財
産
管
理
の
混
合

形
態
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
顧
客
の
保
護
を
図
ろ
う
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（68
）
　
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
投
資

助
言
に
お
い
て
、
業
者
は
取
引
開
始
時
に
顧
客
に
対
し
て
適
切
な
助
言
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
取
引
開
始
後
も
継
続
的
に
顧
客
の
資
産

全
体
の
投
資
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
助
言
を
行
い
、
か
つ
、
顧
客
の
資
産
が
危
険
な
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
は
危
険
を
回
避
す
る
た
め
の

適
切
な
助
言
を
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
最
近
に
な
っ
て
わ
が
国
で
議
論
さ
れ
て
い
る
「
取
引
開
始
後
の
適
合
性
原
則
」
の
問
題
と
類
似
し
て
お
り
、
今

後
の
議
論
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。
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第
五
節
　
助
言
を
行
わ
な
い
取
引

前
述
し
た
投
資
助
言
や
金
融
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管
理
（
新
三
一
条
四
項
）
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
後
述
す
る
「
注
文
執
行
の
み
の
取
引
」

（
新
三
一
条
七
項
）
に
も
当
た
ら
な
い
取
引
は
、「
助
言
を
行
わ
な
い
取
引
（b

eratu
n
gsfreies

G
esch
ä
ft

）」
と
呼
ば
れ
、
新
三
一
条
五
項

に
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
従
来
か
ら
の
判
例
（
ボ
ン
ド
判
決
ル
ー
ル
）
に
基
づ
い
て
黙
示
の
助
言
契
約
が
認
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
に
、
助
言
を
行
わ
な
い
旨
を
業
者
が
明
示
し
、
顧
客
が
そ
れ
を
承
諾
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る（69
）
　
。

助
言
を
行
わ
な
い
取
引
で
は
、
業
者
（
主
に
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
）
は
助
言
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
、
新
三
一
条
四
項
で
定

め
ら
れ
て
い
る
顧
客
に
適
合
し
た
金
融
商
品
を
推
奨
す
る
義
務
も
課
さ
れ
な
い
。

そ
の
代
わ
り
に
、
業
者
は
適
格
性
（A

n
gem
essen

h
eit

）
を
判
断
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
業
者
は
取
引
対
象

と
な
る
金
融
商
品
に
関
す
る
顧
客
の
知
識
と
経
験
に
つ
い
て
顧
客
に
申
告
を
要
求
し
た
う
え
で
、
顧
客
の
知
識
や
経
験
と
の
関
係
で
当
該

金
融
商
品
が
顧
客
に
と
っ
て
不
適
格
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
顧
客
に
そ
の
旨
を
指
摘
す
る
義
務
を
負
う（70
）
　
。

投
資
助
言
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
助
言
を
行
わ
な
い
取
引
で
は
、
業
者
が
顧
客
か
ら
申
告
を
要
求
す
べ
き
顧
客
情
報
の
範
囲
が
「
知

識
と
経
験
」
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
投
資
目
的
と
財
産
状
態
に
関
す
る
顧
客
情
報
の
収
集
は
業
者
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

業
者
は
、
特
定
の
金
融
商
品
が
顧
客
の
知
識
や
経
験
と
の
関
係
で
適
格
性
を
有
す
る
か
否
か
を
判
断
す
れ
ば
足
り
る
。
顧
客
の
投
資
目
的

や
財
産
状
態
と
適
合
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
必
要
は
な
い（71
）
　
。

特
定
の
金
融
商
品
が
顧
客
に
不
適
格
で
あ
る
と
判
断
し
た
業
者
は
そ
の
旨
を
顧
客
に
指
摘
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
条
文
の
文
言
で
は
「
指

摘
（H

in
w
eis

）」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
、「
警
告
（W

a
rn
u
n
g

）」
に
等
し
い（72
）
　
。
業
者
が
特
定
の
金
融
商
品
を
顧
客
に
と
っ
て



明治大学　法律論叢 83巻 4・5号：責了 tex/kawachi-8345.tex page54 2011/02/01 18:28

――法　　律　　論　　叢―― 54

不
適
格
で
あ
る
と
警
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
顧
客
が
当
該
金
融
商
品
の
注
文
を
希
望
し
た
場
合
、
業
者
は
注
文
を
執
行
し
て
も
よ
い（73
）
　
。

業
者
か
ら
の
警
告
を
無
視
し
て
不
適
格
な
金
融
商
品
の
取
引
を
希
望
し
た
顧
客
に
対
し
て
、
業
者
は
当
該
金
融
商
品
に
関
す
る
具
体
的
な

説
明
義
務
を
負
う
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
三
一
条
五
項
の
文
言
を
見
る
限
り
、
こ
の
点
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

顧
客
に
説
明
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
説
明
義
務
を
肯
定
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る（74
）
　
。

顧
客
が
自
身
の
経
験
や
知
識
に
関
す
る
申
告
を
拒
絶
し
た
、
あ
る
い
は
、
申
告
内
容
が
不
十
分
も
し
く
は
不
明
確
で
あ
っ
た
等
の
事
情

に
よ
り
、
適
格
性
の
判
断
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
業
者
は
そ
の
旨
を
顧
客
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
顧
客
が
当
該
金
融
商
品
に
つ
い
て
の
注
文
を
希
望
し
た
場
合
に
も
、
業
者
は
顧
客
の
注
文
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る（75
）
　
。

な
お
、
前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
助
言
義
務
を
負
わ
な
い
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
、
多
種
多
様
な
金
融
商
品
を
リ
ス

ク
な
ど
を
基
準
に
複
数
の
ク
ラ
ス
に
分
け
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
投
資
目
的
、
財
産
状
態
に
つ
い
て
顧
客
に
質
問
を
し
た
う
え
で
、
顧

客
を
い
ず
れ
か
の
ク
ラ
ス
に
振
り
分
け
、
顧
客
が
属
す
る
ク
ラ
ス
の
金
融
商
品
か
そ
れ
よ
り
も
下
位
の
ク
ラ
ス
の
金
融
商
品
に
つ
い
て
の

み
注
文
を
受
け
付
け
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
自
主
的
に
構
築
し
て
い
る
が
（
助
言
義
務
を
負
わ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
適
合
性
原
則
を
自

主
的
に
遵
守
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
）、
こ
れ
に
よ
り
新
三
一
条
五
項
の
要
求
よ
り
も
高
い
水
準
の
顧
客
保
護
を
実
現
し
て
い
る
と
い
え
る

の
で
、
改
正
後
も
、
従
来
通
り
の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
こ
と
は
何
ら
問
題
な
い（76
）
　
。

第
六
節
　
注
文
執
行
の
み
の
取
引

新
三
一
条
七
項
は
、
業
者
が
新
三
一
条
四
項
と
五
項
に
お
け
る
顧
客
情
報
収
集
義
務
、
適
合
性
判
断
義
務
、
適
格
性
判
断
義
務
を
免
除

さ
れ
た
「
注
文
執
行
の
み
の
取
引
（ex

ecu
tio
n
o
n
ly

）」
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。「
注
文
執
行
の
み
の
取
引
」
を
行
う
業
者
は
新
三
一
条
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三
項
に
定
め
ら
れ
た
最
低
限
の
説
明
義
務
の
み
を
負
う（77
）
　
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
、
改
正
前
の
旧
三
一
条
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
（
Ｂ
二
・
六
）
に
お
い
て
新
三
一
条
五
項
に
相
当
す
る
適
格
性
判
断
義
務
を
課
さ
れ
て
い
た
の
で
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
新

設
さ
れ
た
「
注
文
執
行
の
み
の
取
引
」
は
、
従
来
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
よ
り
も
顧
客
保
護
義
務
を
軽
減
さ
れ
た
取
引
形
態
と

い
え
る（78
）
　
。

注
文
執
行
の
み
の
取
引
で
は
、
顧
客
保
護
が
十
分
に
確
保
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
新
三
一
条
七
項
は
注
文
執
行
の
み
の
取
引
を
認
定
す

る
に
あ
た
り
厳
格
な
要
件
を
課
し
て
い
る
。
注
文
執
行
の
み
の
取
引
と
い
え
る
た
め
に
は
以
下
に
挙
げ
る
三
つ
の
要
件
を
具
備
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
一
の
要
件
は
、
複
雑
で
は
な
い
金
融
商
品
が
取
引
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
通
常
の
株
式
や
債
券
な
ど
が
対
象
で
あ
れ
ば

こ
の
要
件
を
満
た
す
が
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
は
要
件
を
満
た
さ
な
い（79
）
　
。
そ
れ
故
、
ワ
ラ
ン
ト
、
先
物
、
オ
プ
シ
ョ
ン
、
仕
組
債
な
ど

が
取
引
対
象
の
場
合
は
「
注
文
執
行
の
み
の
取
引
」
に
該
当
せ
ず
、
三
一
条
七
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
に
お
い
て
顧
客
が
新
三
一
条
四
項
あ
る
い
は
五
項
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
事
態
が
回
避
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
要
件
と
し
て
、
顧
客
が
主
導
す
る
か
た
ち
で
注
文
の
執
行
の
み
を
求
め
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
業
者
に
よ
る
適
合
性
判
断
や

適
格
性
判
断
に
よ
る
保
護
を
顧
客
が
自
ら
進
ん
で
放
棄
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
業
者
の
方
か
ら
特
定
の
顧
客
に
対
し
て
注
文
執
行
の

み
の
取
引
を
提
案
し
、
顧
客
が
そ
れ
に
応
じ
た
場
合
、
顧
客
が
主
導
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る（80
）
　
。

第
三
の
要
件
と
し
て
、
業
者
は
事
前
に
適
合
性
判
断
や
適
格
性
判
断
を
し
な
い
旨
を
顧
客
に
指
摘
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
条
文
の

文
言
は
「
指
摘
」
で
あ
る
が
、
実
質
上
は
「
警
告
」
で
あ
る（81
）
　
。

一
部
の
学
説
は
、
上
記
の
三
要
件
に
加
え
て
、
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
使
用
し
た
隔
地
者
間
取
引
で
あ
る
こ
と
も
要
件
に
加

え
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。
五
項
の
義
務
（
適
格
性
判
断
義
務
）
を
課
す
こ
と
が
過
度
の
負
担
に
な
り
か
ね
な
い
隔
地
者
間
取
引
の
場
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合
と
異
な
り
、
店
舗
で
の
取
引
に
お
い
て
適
格
性
判
断
義
務
を
課
す
こ
と
は
業
者
に
無
理
を
強
い
る
こ
と
に
な
ら
ず
、
顧
客
保
護
の
観
点

か
ら
、
七
項
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
べ
き
と
し
て
い
る（82
）
　
。

第
七
節
　
プ
ロ
顧
客
に
関
す
る
特
則

一
　
プ
ロ
顧
客
と
一
般
顧
客

改
正
前
の
旧
三
一
条
で
は
、
個
々
の
事
案
毎
に
、「
顧
客
の
保
護
の
必
要
性
」
が
勘
案
さ
れ
、
業
者
の
説
明
義
務
や
顧
客
情
報
収
集
義

務
の
増
減
が
図
ら
れ
て
お
り
、
取
引
に
精
通
し
た
顧
客
に
つ
い
て
は
、
保
護
の
必
要
性
が
低
い
と
い
う
理
由
で
、
業
者
の
説
明
義
務
等
が

軽
減
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
改
正
後
の
新
三
一
ａ
条
は
、
保
護
の
必
要
性
を
定
型
化
し
、
顧
客
を
プ
ロ
顧
客
（P

rofession
elle

K
u
n
d
en

）
と
一
般
顧
客
（P

riva
tk
u
n
d
en
）
に
分
類
し
た
う
え
で
、
前
者
が
顧
客
の
場
合
に
業
者
の
義
務
の
範
囲
や
内
容
を
軽
減
す
る
と

い
う
制
度
を
導
入
し
た（83
）
　
。

プ
ロ
顧
客
と
は
、
新
三
一
ａ
条
二
項
一
号
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
、
保
険
会
社
、
年
金
基
金
な
ど
の
金
融
機
関
の
ほ

か
、
①
総
資
産
額
が
二
千
万
ユ
ー
ロ
以
上
、
②
売
上
高
が
四
千
万
ユ
ー
ロ
以
上
、
③
自
己
資
本
が
二
百
万
ユ
ー
ロ
以
上
、
と
い
う
三
つ
の

基
準
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
つ
を
満
た
し
た
事
業
者
を
指
す
（
二
号（84
）
　
）。

新
三
一
条
九
項
に
よ
る
と
、
顧
客
が
プ
ロ
顧
客
に
該
当
す
る
場
合
、
新
三
一
条
四
項
の
義
務
が
軽
減
さ
れ
る
。
プ
ロ
の
顧
客
向
け
に
ク

ラ
ス
分
け
さ
れ
た
金
融
商
品
や
証
券
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
、
業
者
は
顧
客
が
必
要
な
知
識
や
経
験
、
リ
ス
ク
負
担
能
力
を
有
し
て
い
る
こ

と
を
前
提
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
業
者
は
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
状
態
に
つ
い
て
申
告
を
要
求
す
る
必
要
は
な
い
。
業

者
は
、
顧
客
の
投
資
目
的
を
確
認
し
た
う
え
で
、
投
資
目
的
に
適
し
た
金
融
商
品
を
推
奨
す
れ
ば
足
り
る（85
）
　
。
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一
般
顧
客
と
は
プ
ロ
顧
客
で
は
な
い
自
然
人
ま
た
は
法
人
を
指
す
。
一
般
顧
客
に
は
新
三
一
条
四
項
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
。
新
三

一
ａ
条
は
プ
ロ
顧
客
と
一
般
顧
客
を
定
型
的
に
区
別
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
お
り
、
一
般
顧
客
に
属
す
る
す
べ
て
の
顧
客
に
対
し

て
業
者
が
一
律
に
同
内
容
の
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
新
三
一
条
四
項
以
下
の
解
釈
と
し
て
、
個
々
の
事
案
毎
に
お
け
る
顧

客
の
保
護
の
必
要
性
に
応
じ
て
、
業
者
の
義
務
の
内
容
や
範
囲
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（86
）
　
。

二
　
プ
ロ
顧
客
か
ら
一
般
顧
客
へ
の
変
更

プ
ロ
顧
客
は
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
と
の
合
意
に
よ
っ
て
一
般
顧
客
に
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
変
更
の
合
意
は
書
面
で
行
う
こ
と
を

要
す
る
。
原
則
と
し
て
、
す
べ
て
の
証
券
サ
ー
ビ
ス
、
証
券
付
随
サ
ー
ビ
ス
、
金
融
商
品
に
つ
い
て
一
般
顧
客
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
例

外
と
し
て
、
特
定
の
種
類
の
取
引
に
つ
い
て
の
み
一
般
顧
客
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
一
般
顧
客
と
し
て
扱

わ
れ
る
対
象
を
明
示
で
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
新
三
一
ａ
条
二
項
二
文
二
号
に
よ
り
プ
ロ
顧
客
と
認
定
さ
れ
た
者
な
ら
び
に
同
条
七
項
に
よ
っ
て
プ
ロ
顧
客

と
な
っ
た
者
に
対
し
て
、
取
引
を
開
始
す
る
に
際
し
、
プ
ロ
顧
客
に
該
当
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
一
般
顧
客
へ
の
変
更
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（87
）
　
。

三
　
一
般
顧
客
か
ら
プ
ロ
顧
客
へ
の
変
更

新
三
一
ａ
条
七
項
に
よ
る
と
、
一
般
顧
客
か
ら
プ
ロ
顧
客
へ
の
変
更
に
は
、
顧
客
自
身
の
申
請
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
業
者
が
顧
客
の

同
意
を
得
た
う
え
で
、
業
者
に
よ
る
審
査
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
顧
客
へ
の
変
更
に
よ
り
、
顧
客
に
対
す
る
業
者
の
義
務
が
軽
減

さ
れ
る
の
で
、
顧
客
保
護
の
た
め
に
審
査
が
な
さ
れ
る
。
同
項
に
よ
る
と
、
業
者
は
、
顧
客
が
自
身
の
経
験
な
ら
び
に
専
門
知
識
に
基
づ

い
て
、
取
引
全
般
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
特
定
の
種
類
の
取
引
に
つ
い
て
投
資
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
な
ら
び
に
、
取
引
に

伴
う
リ
ス
ク
を
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
事
前
に
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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業
者
の
裁
量
の
範
囲
は
制
限
さ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
顧
客
へ
の
変
更
を
認
め
る
判
断
基
準
と
し
て
、
以
下
に
挙
げ
る
三
つ
の
基
準
の
中
の

二
つ
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
①
顧
客
が
プ
ロ
顧
客
向
け
と
さ
れ
る
金
融
商
品
を
扱
う
市
場
に
お
い
て
、
過
去
数

年
に
わ
た
り
相
当
量
の
取
引
を
四
半
期
で
平
均
し
て
一
〇
回
以
上
行
っ
て
い
る
こ
と
。
②
銀
行
の
預
金
残
高
と
保
有
金
融
商
品
が
五
〇
万

ユ
ー
ロ
以
上
で
あ
る
こ
と
。
③
顧
客
が
、
少
な
く
と
も
一
年
間
、
資
本
市
場
で
職
に
就
き
、
対
象
と
な
る
取
引
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
、
証
券

付
随
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
知
識
を
備
え
て
い
る
こ
と（88
）
　
。

証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
一
般
顧
客
に
対
し
て
、
プ
ロ
顧
客
へ
の
変
更
に
よ
っ
て
新
三
一
条
四
項
の
適
用
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と

を
書
面
で
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顧
客
は
、
業
者
か
ら
指
摘
を
受
け
た
こ
と
を
書
面
で
認
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

プ
ロ
顧
客
に
昇
格
し
た
後
に
事
情
が
変
わ
り
、
前
述
し
た
三
基
準
の
中
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
、
顧
客
は
業
者
に
そ
の

旨
を
告
知
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
れ
を
怠
っ
た
場
合
、
顧
客
は
業
者
の
義
務
違
反
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
八
節
　
助
言
記
録
交
付
義
務

二
〇
〇
九
年
八
月
五
日
に
ド
イ
ツ
証
取
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
三
四
条
二
ａ
項
と
二
ｂ
項
が
新
設
さ
れ
た（89
）
　
。
同
改
正
規
定
は
二
〇
一

〇
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る（90
）
　
。

新
三
四
条
二
ａ
項
に
よ
る
と
、
業
者
は
一
般
顧
客
に
対
し
て
投
資
助
言
を
行
っ
た
場
合
、
助
言
の
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
記
録
は
監
督
庁
の
取
締
の
み
な
ら
ず
顧
客
保
護
の
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
。
顧
客
保
護
の
目
的
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
同
条
二
ｂ

項
に
お
い
て
、
顧
客
の
業
者
に
対
す
る
記
録
交
付
請
求
権
が
私
法
上
の
権
利
と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。

助
言
は
書
面
に
記
録
さ
れ
、
助
言
を
行
っ
た
者
の
署
名
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
助
言
が
終
了
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
助
言
に
基
づ
く
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取
引
が
締
結
さ
れ
る
前
に
業
者
か
ら
顧
客
に
助
言
記
録
が
交
付
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
顧
客
は
契
約
締
結
前
に
助
言
記
録
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
業
者
に
よ
る
記
録
の
改
ざ
ん
を
防
止
で
き
る
。

電
話
な
ど
の
よ
う
に
取
引
前
に
記
録
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
通
信
媒
体
が
使
用
さ
れ
た
場
合
、
助
言
が
終
了
し
た
後
、
遅
滞
な

く
、
記
録
の
謄
本
を
顧
客
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顧
客
が
明
示
で
希
望
す
れ
ば
、
記
録
の
謄
本
が
顧
客
の
下
に
到
達
す
る
前
に

取
引
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
業
者
は
記
録
が
不
正
確
あ
る
い
は
不
完
全
で
あ
る
場
合
に
記
録
の
到
達
後
一
週
間
以
内
に

取
引
を
解
約
で
き
る
権
利
を
顧
客
に
与
え
、
そ
の
旨
を
顧
客
に
指
摘
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
顧
客
が
解
約
権
を
行
使
し
た
場
合
、
記
録
が

正
確
か
つ
完
全
で
あ
る
こ
と
の
証
明
責
任
は
業
者
が
負
う
。

証
券
サ
ー
ビ
ス
命
令
一
四
条
六
項
に
よ
る
と
、
記
録
に
は
以
下
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
投
資
助
言
が
な
さ
れ
た
理
由

と
そ
の
期
間
。
助
言
の
基
礎
と
な
っ
た
顧
客
の
個
人
情
報
、
金
融
商
品
に
関
す
る
情
報
、
そ
の
他
、
適
合
性
判
断
に
用
い
ら
れ
た
情
報
。
投

資
助
言
に
関
し
て
顧
客
が
表
明
し
た
要
望
と
そ
の
重
要
性
。
助
言
に
際
し
て
業
者
が
顧
客
に
対
し
て
行
っ
た
推
奨
と
そ
の
理
由
。

助
言
記
録
交
付
義
務
の
明
文
化
は
、
業
者
に
よ
る
適
合
性
原
則
の
遵
守
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

第
九
節
　
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
新
三
一
条
違
反
と
損
害
賠
償
責
任

一
　
契
約
責
任
と
し
て
の
損
害
賠
償
責
任

従
来
か
ら
の
判
例
（
先
物
取
引
ル
ー
ル
、
ボ
ン
ド
判
決
ル
ー
ル
）
に
よ
る
と（91
）
　
、
業
者
の
説
明
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
に
つ

い
て
は
契
約
締
結
上
の
過
失
が
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
、
二
四
一
条
二
項
、
二
八
〇
条
一
項
）、
ま
た
、
銀
行
の
助
言
義
務
違
反
に
基
づ

く
損
害
賠
償
責
任
は
助
言
契
約
上
の
義
務
違
反
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
）
が
そ
れ
ぞ
れ
法
的
根
拠
と
さ
れ
て
い
る（92
）
　
。
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ド
イ
ツ
証
取
法
新
三
一
条
三
項
以
下
で
は
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
に
対
し
て
説
明
義
務
、
顧
客
情
報
収
集
義
務
、
顧
客
に
適
し
た
金
融

商
品
を
推
奨
す
る
義
務
（
適
合
性
原
則
遵
守
義
務
）
な
ど
様
々
な
行
為
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合

に
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
旨
を
定
め
た
明
文
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
改
正
前
か
ら
、
証
取
法
旧
三
一
条
に
定
め

ら
れ
て
い
る
一
連
の
行
為
義
務
は
従
来
か
ら
の
判
例
法
理
に
お
い
て
業
者
に
課
さ
れ
た
義
務
を
具
体
化
し
た
も
の
と
一
般
に
解
さ
れ
て
お

り
、
改
正
後
の
新
三
一
条
に
お
い
て
も
同
様
の
考
え
が
支
持
さ
れ
て
い
る（93
）
　
。
そ
れ
故
、
業
者
が
新
三
一
条
三
項
以
下
の
義
務
に
違
反
し
た

場
合
、
従
来
か
ら
の
判
例
法
理
に
よ
り
、
契
約
締
結
上
の
過
失
あ
る
い
は
助
言
契
約
上
の
助
言
義
務
違
反
が
認
定
さ
れ
、
業
者
は
契
約
責

任
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（94
）
　
。

判
例
が
契
約
責
任
構
成
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
民
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
の
不
法
行
為
規
定
の
要
件
が
厳
格
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
、

不
法
行
為
の
成
立
は
絶
対
権
が
侵
害
さ
れ
た
事
案
や
加
害
者
に
故
意
が
あ
る
事
案
な
ど
に
限
ら
れ
、
経
済
的
損
失
が
発
生
す
る
に
す
ぎ
な

い
投
資
取
引
事
案
で
は
不
法
行
為
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
起
因
し
て
い
る
。
経
済
的
損
失
の
み
が
生
ず
る

投
資
取
引
事
案
に
お
い
て
業
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
た
め
に
は
、
契
約
責
任
構
成
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
点
で
、
民
法

七
〇
九
条
に
よ
り
緩
や
か
な
要
件
の
下
で
広
範
囲
に
不
法
行
為
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
わ
が
国
の
場
合
と
は
事
情
が
異
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
投
資
取
引
事
案
に
お
い
て
不
法
行
為
の
成
立
が
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項

や
八
二
六
条
に
よ
り
不
法
行
為
が
成
立
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

二
　
不
法
行
為
責
任
と
し
て
の
損
害
賠
償
責
任

Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
は
保
護
法
規
（S

ch
u
tzgesetz

）
に
違
反
し
た
者
に
不
法
行
為
責
任
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
課
す
規
定
で
あ

り（95
）
　
、
改
正
前
の
ド
イ
ツ
証
取
法
旧
三
一
条
二
項
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
の
保
護
法
規
に
該
当
す
る
と
解
す
る
の
が
従
来
か
ら
の
通
説
で

あ
っ
た（96
）
　
。
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こ
れ
に
対
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
以
前
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
明
確
な
回
答
を
避
け
て
い
た（97
）
　
。
最
近
登
場
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
〇
六
年
一
二

月
一
九
日
判
決
（B

G
H
Z
1
7
0
,
2
2
6

）
も
、
従
来
か
ら
の
判
例
の
立
場
を
踏
襲
し
た
が
、
判
断
を
回
避
す
る
理
由
を
挙
げ
た
点
で
注
目
を
集

め
て
い
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
証
取
法
旧
三
一
条
二
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
行
為
義
務
は
従
来
か
ら
の
判
例
に
お
け

る
説
明
義
務
等
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
判
例
法
理
を
超
え
た
義
務
を
業
者
に
課
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条

二
項
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
認
め
て
も
、
判
例
に
よ
る
契
約
責
任
を
超
え
る
責
任
を
業
者
に
課
す
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
故
、
旧
三

一
条
二
項
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
の
保
護
法
規
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
必
要
は
な
い
と
し
た（98
）
　
。

そ
の
一
方
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
〇
八
年
二
月
一
九
日
判
決
（B

G
H
Z
1
7
5
,
2
7
6

）
は
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
経
営
者
等
の
行
為
義
務
を
規

定
し
た
ド
イ
ツ
証
取
法
旧
三
二
条
二
項
に
つ
い
て（99
）
　
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
の
保
護
法
規
に
該
当
し
な
い
と
明
言
し
た
。
こ
の
判
決
は
、

旧
三
一
条
二
項
の
保
護
法
規
性
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
隣
接
す
る
条
文
の
保
護
法
規
性
を
否
定
し
た
点
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。

最
近
登
場
し
た
二
つ
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
に
直
面
し
、
改
正
後
の
新
三
一
条
三
項
以
下
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
の
保
護
法
規
に
該
当
す
る

の
か
疑
問
を
提
起
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が（100
）
　
、
多
数
の
支
持
を
得
る
に
至
ら
ず
、
改
正
後
の
新
三
一
条
三
項
以
下
に
つ
い

て
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
の
保
護
規
定
に
当
た
る
と
す
る
見
解
が
通
説
的
地
位
を
占
め
て
い
る（101
）
　
。

以
上
の
よ
う
な
判
例
学
説
の
動
き
を
見
る
と
、
改
正
前
と
同
様
、
改
正
後
の
新
三
一
条
三
項
以
下
の
行
為
義
務
も
判
例
に
お
い
て
認
め

ら
れ
た
行
為
義
務
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
新
三
一
条
三
項
以
下
に
違
反
し
た
業
者
は
契
約
責
任
と
し
て
の
損
害
賠
償
責
任
を
課
せ

ら
れ
る
と
い
う
構
成
は
今
後
も
維
持
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
あ
え
て
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
会
社
組
織
の
業
者
が
倒
産
し
た
場
合
や
支
払
能
力
が
な
い
場
合
に
は
経
営
者
等
の
個
人
に
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
が
（
商
品
先
物
取
引
事
案
で
は
頻
繁
に
生
じ
う
る
）、
経
営
者
等
は
契
約
当
事
者
で
は
な
い
の
で
不
法
行
為
責
任
を
追
及
す
る
ほ

か
な
い
。
そ
れ
故
、
判
例
は
以
前
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
に
基
づ
き（102
）
　
、
経
営
者
等
の
行
為
が
同
条
の
要
件
に
該
当
す
れ
ば
、
経
営
者
等
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に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
顧
客
に
認
め
て
い
る（103
）
　
。
旧
証
取
法
三
二
条
二
項
の
保
護
法
規
性
を
否
定
し
た
前
述
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
〇
八
年
判

決
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
に
基
づ
く
不
法
行
為
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
は
故
意
の
良
俗
違
反
行
為
に
つ
い
て
不
法

行
為
の
成
立
を
認
め
る
規
定
で
あ
る
が
、
判
例
に
よ
る
と
、
経
営
者
等
の
「
故
意
」
要
件
は
厳
格
に
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
質
上
、
重
過

失
に
該
当
す
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
て
お
り
、
経
営
者
等
の
不
法
行
為
責
任
は
比
較
的
緩
や
か
に
認
定
さ
れ
て
い
る（104
）
　
。

以
上
の
よ
う
に
、
旧
三
一
条
の
行
為
義
務
に
違
反
し
た
業
者
は
判
例
法
理
を
媒
介
に
し
て
契
約
責
任
と
し
て
の
損
害
賠
償
責
任
を
課
せ

ら
れ
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
必
要
は
な
く
、
業
者
の
経
営
者
等
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
場

合
の
み
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
に
基
づ
き
不
法
行
為
責
任
の
追
及
を
認
め
る
と
い
う
従
来
か
ら
の
判
例
の
立
場
は
、
改
正
後
の
新
三
一
条
三
項

以
下
と
の
関
係
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

注（
1
）

最
新
の
研
究
成
果
と
し
て
、
拙
稿
「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
お
け
る
説
明
義
務
と
損
害
賠
償
責
任
（
一
）
〜
（
四
・
完
）」
専
修
法
学
論
集
九
二
号

一
一
三
頁
以
下
、
九
七
号
一
頁
以
下
、
九
八
号
一
頁
以
下
、
九
九
号
一
頁
以
下
（
以
後
、
拙
稿
「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
」
と
記
す
）。
そ
れ
以
前
の
研
究
成

果
と
し
て
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
投
資
勧
誘
者
の
説
明
義
務
違
反
に
つ
い
て
」
三
重
大
学
法
経
論
叢
一
三
巻
一
号
八
五
頁
以
下
。
同
「
投
資
勧

誘
に
お
け
る
適
合
性
原
則
（
一
）（
二
・
完
）」
三
重
大
学
法
経
論
叢
一
七
巻
二
号
一
頁
以
下
、
一
八
巻
二
号
一
頁
以
下
。
同
「
金
融
商
品
販
売
法
に
お

け
る
説
明
義
務
と
適
合
性
原
則
」
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
二
七
号
『
民
事
法
の
諸
問
題
Ⅺ
』
七
三
頁
以
下
。

（
2
）

B
G
H
U
rt.

v
.
1
6
.
2
.
1
9
8
1
,
B
G
H
Z
8
0
,
8
0
;
B
G
H
U
rt.

v
.
1
6
.
1
1
.
1
9
9
3
,
B
G
H
Z
1
2
4
,
1
5
1
;
B
G
H
U
rt.

v
.

2
8
.
5
.
2
0
0
2
,
N
J
W
2
0
0
2
,
2
7
7
7
;
B
G
H
U
rt.

v
.
3
0
.
3
.
2
0
0
4
,
Z
IP
2
0
0
4
,
1
1
3
8
;
T
a
u
b
ert,

In
fo
rm
a
tio
n
sp
fl
ich
ten
a
ls

G
esch
ä
ftsb
eso
rg
u
n
g
sp
fl
ich
ten
,
2
0
0
9
,
S
S
.
1
6
8
–
1
6
9
.

（
3
）

B
G
H
U
rt.
v
.
1
1
.
7
.
1
9
8
8
,
B
G
H
Z
1
0
5
,
1
0
8
;
B
G
H
U
rt.
v
.
1
.
2
.
1
9
9
4
,
N
J
W
1
9
9
4
,
9
9
7
;
B
G
H
U
rt.
v
.
2
1
.
1
0
.
2
0
0
3
,

Z
IP
2
0
0
3
,
2
2
4
2
;
V
o
rtm
a
n
n
,
A
u
fk
lä
ru
n
g
s-
u
n
d
B
era
tu
n
g
sp
fl
ich
ten
d
er
B
a
n
k
en
,
9
.
A
u
fl
.
2
0
0
9
,
S
S
.
1
2
7
–
1
3
3
.

（
4
）

商
品
先
物
取
引
（B

G
H
U
rt.
v
.
2
4
.
9
.
1
9
9
6
,
Z
IP
1
9
9
6
,
2
0
6
4

）、
株
式
オ
プ
シ
ョ
ン
（B

G
H
U
rt.
v
.
2
7
.
1
1
.
1
9
9
0
,
N
J
W
1
9
9
1
,

1
1
0
6

）、
オ
プ
シ
ョ
ン
売
り
取
引
（B

G
H
U
rt.
v
.
1
3
.
1
0
.
1
9
9
2
,
N
J
W
1
9
9
3
,
2
5
7

）、
通
貨
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（B

G
H
U
rt.
v
.
2
1
.
1
0
.
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2
0
0
3
,
Z
IP
2
0
0
3
,
2
2
4
2

）
な
ど
。M

ü
lb
ert,
A
ssm
a
n
n
/
S
ch
n
eid
er
(h
rsg
.),
W
p
H
G
K
o
m
m
en
ta
r,
5
.
A
u
fl
.
2
0
0
9
,
V
o
r
§3
7
e,
R
n
.

2
5
,
n
.
6
;
V
o
rtm
a
n
n
,
a
.
a
.
O
.
(N
.
3
),
S
S
.
1
3
4
–
1
4
3
.

（
5
）

B
G
H
U
rt.
v
.
1
6
.
1
0
.
2
0
0
1
,
Z
IP
2
0
0
1
,
2
2
7
4
;
B
G
H
U
rt.
v
.
2
9
.
1
.
2
0
0
2
,
Z
IP
2
0
0
2
,
4
7
5
;
B
G
H
U
rt.
v
.
1
.
4
.

2
0
0
3
,
Z
IP
2
0
0
3
,
9
4
0
;
B
G
H
U
rt.
v
.
2
2
.
1
1
.
2
0
0
5
,
Z
IP
2
0
0
6
,
1
7
1
;
L
a
n
g
/
B
a
lzer,

D
ie
R
ech
tsp
rech
u
n
g
d
es
X
I.
Z
iv
ilsen

a
ts

zu
m
W
ertp
a
p
ierh
a
n
d
elsrech

t
seit

d
er
B
o
n
d
-E
n
tsch
eid
u
n
g
,
in
E
n
tw
ick
lu
n
g
slin
ien
im
B
a
n
k
-
u
n
d
K
a
p
ita
lm
a
rk
trech

t,

F
estsch

rift
fü
r
G
erd
N
o
b
b
e,
2
0
0
9
,
S
.
6
5
4
.

（
6
）

こ
の
よ
う
な
分
類
に
よ
る
と
、
先
物
取
引
仲
介
業
者
は
説
明
義
務
の
み
を
負
え
ば
よ
い
の
で
、
本
来
は
、
投
資
助
言
者
で
あ
る
銀
行
よ
り
も
義
務

が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
多
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
先
物
取
引
業
者
は
、
判
例
に
よ
っ
て
非
常
に
厳
格
な
説

明
義
務
を
課
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
義
務
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。L

a
n
g
/
B
a
lzer,

a
.
a
.
O
.
(N
.
5
),
S
.
6
5
7
.

（
7
）

B
G
H
U
rt.
v
.
2
2
.
1
1
.
2
0
0
5
,
Z
IP
2
0
0
6
,
1
7
1
;
L
a
n
g
/
B
a
lzer,

a
.
a
.
O
.
(N
.
5
),
S
.
6
5
4
.

（
8
）

B
G
H
U
rt.
v
.
6
.
7
.
1
9
9
3
,
B
G
H
Z
1
2
3
,
1
2
6
;
T
a
u
b
ert,
a
.
a
.
O
.
(N
.
2
),
S
S
.
2
0
1
–
2
0
5
.

（
9
）

J
o
rd
a
n
s,
D
ie
U
m
setzu

n
g
d
er
M
iF
ID
in
D
eu
tsch
la
n
d
u
n
d
d
ie
A
b
sch
a
ff
u
n
g
d
es

§3
7
d
W
p
H
G
,
W
M
2
0
0
7
,
1
8
2
7
–
1
8
2
8
;

T
a
u
b
ert,
a
.
a
.
O
.
(N
.
2
),
S
S
.
1
9
–
2
0
.

（
10
）

B
G
H
U
rt.
v
.
6
.
7
.
1
9
9
3
,
B
G
H
Z
1
2
3
,
1
2
6
;
L
a
n
g
/
B
a
lzer,

a
.
a
.
O
.
(N
.
5
),
S
.
6
4
0
.

（
11
）

B
G
H
B
esch
l.
v
.
1
2
.
3
.
1
9
9
6
,
Z
IP
1
9
9
6
,
8
7
2
;
B
G
H
U
rt.
v
.
1
9
.
5
.
1
9
9
8
,
Z
IP
1
9
9
8
,
1
2
2
0
;
B
G
H
U
rt.
v
.
5
.
1
0
.

1
9
9
9
,
B
G
H
Z
1
4
2
,
3
4
5
;
B
G
H
U
rt.
v
.
1
1
.
1
1
.
2
0
0
3
,
Z
IP
2
0
0
4
,
1
1
1
;
L
a
n
g
/
B
a
lzer,

a
.
a
.
O
.
(N
.
5
),
S
S
.
6
5
5
–
6
5
6
;

A
ssm
a
n
n
/
S
ch
n
eid
er/
M
ü
lb
ert,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
),
V
o
r
§3
7
e,
R
n
.
1
7
.

（
12
）

B
G
H
U
rt.
v
.
9
.
5
.
2
0
0
0
,
Z
IP
2
0
0
0
,
1
2
0
4
;
B
G
H
U
rt.
v
.
8
.
5
.
2
0
0
1
,
B
G
H
Z
1
4
7
,
3
4
3
;
B
G
H
U
rt.
v
.
2
8
.
9
.
2
0
0
4
,

Z
IP
2
0
0
4
,
2
1
7
8
;
L
a
n
g
/
B
a
lzer,

a
.
a
.
O
.
(N
.
5
),
S
S
.
6
4
3
–
6
4
6
.

（
13
）

B
liesen

er,
A
u
fsich

tsrech
tlich

e
V
erh
a
lten
sp
fl
ich
ten
b
eim

W
ertp
a
p
ierh
a
n
d
el,
1
9
9
8
,
S
S
.
3
0
8
–
3
0
9
,
3
5
1
–
3
5
9
;
B
ech
tel,

A
n
la
g
eb
era
tu
n
g
d
er
K
red
itin
stitu

te
im
W
a
n
d
el,
1
9
9
9
,
S
S
.
2
0
1
–
2
0
2
,
2
6
4
.

近
時
の
文
献
と
し
て
、K

a
sten
,
D
ie
N
eu
reg
elu
n
g

d
er
E
x
p
lo
ra
tio
n
s-
u
n
d
In
fo
rm
a
tio
n
sp
fl
ich
ten
v
o
n
W
ertp
a
p
ierd
ien
stleistern

im
W
p
H
G
,
2
0
0
9
,
S
S
.
2
6
8
–
2
8
3
.

（
14
）

B
G
H
U
rt.
v
.
2
4
.
7
.
2
0
0
1
,
Z
IP
2
0
0
1
,
1
6
2
8
;
B
G
H
U
rt.
v
.
2
1
.
3
.
2
0
0
6
,
Z
IP
2
0
0
6
,
8
9
1
;
B
G
H
U
rt.
v
.
7
.
1
0
.
2
0
0
8
,

B
G
H
Z
1
7
8
,
1
4
9
;
L
a
n
g
/
B
a
lzer,

a
.
a
.
O
.
(N
.
5
),
S
S
.
6
4
6
–
6
5
2
.
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（
15
）

B
G
H
U
rt.
v
.
1
6
.
1
1
.
1
9
9
3
,
B
G
H
Z
1
2
4
,
1
5
1
;
B
G
H
U
rt.
v
.
7
.
5
.
2
0
0
2
,
Z
IP
2
0
0
2
,
1
2
3
8
;
B
G
H
U
rt.
v
.
3
0
.
3
.
2
0
0
4
,

Z
IP
2
0
0
4
,
1
1
3
8
;
B
G
H
U
rt.
v
.
2
4
.
1
.
2
0
0
6
,
B
G
H
Z
1
6
6
,
5
6
;
L
a
n
g
/
B
a
lzer,

a
.
a
.
O
.
(N
.
5
),
S
S
.
6
5
2
–
6
5
4
;
L
a
n
g
/
K
ü
h
n
e,

A
n
leg
ersch

u
tz
u
n
d
F
in
a
n
zk
rise,

W
M
2
0
0
9
,
1
3
0
1
(1
3
0
4
).

（
16
）

B
G
H
U
rt.
v
.
1
7
.
3
.
1
9
9
2
,
N
J
W
1
9
9
2
,
1
8
7
9
.

（
17
）

B
G
H
B
esch
l.
v
.
2
2
.
6
.
1
9
9
3
,
N
J
W
1
9
9
3
,
2
4
3
4
.

（
18
）

A
ssm
a
n
n
/
S
ch
n
eid
er/
M
ü
lb
ert,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
),
V
o
r
§3
7
e,
R
n
.
1
ff
.

取
引
所
先
物
取
引
能
力
制
度
に
関
す
る
わ
が
国
の
文
献
と
し

て
、
角
田
美
穂
子
「
金
融
商
品
取
引
に
お
け
る
適
合
性
原
則
（
一
）
〜
（
三
・
未
完
）」
亜
細
亜
法
学
三
五
巻
一
号
一
一
七
頁
以
下
、
三
六
巻
一
号
一

四
一
頁
以
下
、
三
七
巻
一
号
九
一
頁
以
下
。

（
19
）
【
ド
イ
ツ
取
引
所
法
旧
五
三
条
】

一
項
「
取
引
所
先
物
取
引
は
契
約
当
事
者
双
方
が
以
下
に
挙
げ
る
商
人
で
あ
る
場
合
に
有
効
と
な
る
。
一
．
商
業
登
記
簿
あ
る
い
は
組
合
登
記
簿
に

登
記
さ
れ
た
商
人
。
二
．
適
用
さ
れ
る
法
規
定
に
基
づ
き
登
記
を
不
要
と
さ
れ
た
公
法
上
の
法
人
。
三
．
本
法
の
適
用
が
及
ば
な
い
地
域
に
本
店
も
し

く
は
主
た
る
営
業
所
を
有
し
て
い
る
た
め
に
登
記
さ
れ
て
い
な
い
商
人
。
取
引
締
結
時
も
し
く
は
そ
れ
以
前
に
お
い
て
営
業
と
し
て
あ
る
い
は
職
業

と
し
て
取
引
所
先
物
取
引
を
行
っ
て
い
た
者
、
あ
る
い
は
、
継
続
的
に
取
引
所
へ
の
参
加
が
許
さ
れ
て
い
た
者
も
、
本
条
に
お
け
る
商
人
と
み
な
す
」。

二
項
「
契
約
当
事
者
の
一
方
の
み
が
一
項
の
商
人
で
あ
る
場
合
、
当
該
商
人
が
金
融
機
関
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
関
あ
る
い
は
取
引
所
に
対
す
る
法

定
監
督
に
服
し
、
他
方
当
事
者
が
取
引
締
結
前
に
書
面
に
よ
り
以
下
の
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
引
は
有
効
と
な
る
。

―
取
引
所
先
物
取
引
に
よ
っ
て
取
得
し
た
期
限
付
の
権
利
が
満
期
に
お
い
て
消
滅
し
、
あ
る
い
は
、
価
値
が
下
落
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

―
損
失
リ
ス
ク
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
提
供
さ
れ
た
担
保
を
超
え
る
場
合
も
あ
り
得
る
。

―
取
引
所
先
物
取
引
か
ら
発
生
す
る
リ
ス
ク
を
排
除
も
し
く
は
軽
減
す
る
た
め
の
取
引
が
締
結
で
き
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
損
失
を
発
生
さ
せ
る

よ
う
な
市
場
価
格
で
締
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
。

―
取
引
所
先
物
取
引
か
ら
発
生
し
た
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
融
資
を
受
け
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
取
引
所
先
物
取
引
か
ら
発
生
し
た
債
務
や
反
対

給
付
を
外
貨
も
し
く
は
他
の
計
算
単
位
で
表
示
し
た
場
合
、
損
失
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
。

商
品
を
対
象
と
し
た
取
引
所
先
物
取
引
に
お
い
て
、
商
人
は
他
方
当
事
者
に
対
し
て
取
引
締
結
前
に
商
品
先
物
取
引
に
特
有
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て

書
面
で
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
情
報
書
面
に
は
、
取
引
所
先
物
取
引
に
関
す
る
情
報
と
そ
の
リ
ス
ク
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
、

他
方
当
事
者
の
署
名
が
必
要
で
あ
る
。
情
報
提
供
は
三
年
以
内
に
更
新
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
最
初
の
情
報
提
供
が
な
さ
れ
た
後
の
更
新
は
、
一
二
ヶ

月
経
過
前
、
早
く
と
も
、
一
〇
ヶ
月
経
過
後
に
行
う
こ
と
を
要
す
る
。
商
人
が
他
方
当
事
者
に
情
報
を
提
供
し
た
か
否
か
、
な
ら
び
に
、
い
つ
情
報
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提
供
を
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
商
人
が
証
明
責
任
を
負
う
」。

（
20
）

B
G
H
U
rt.
v
.
1
1
.
6
.
1
9
9
6
,
B
G
H
Z
1
3
3
,
8
2
;
B
G
H
U
rt.
v
.
2
1
.
4
.
1
9
9
8
,
B
G
H
Z
1
3
8
,
3
3
1
;
B
G
H
U
rt.
v
.
1
9
.
5
.
1
9
9
8
,

N
J
W
1
9
9
8
,
2
6
7
5
.

拙
稿
「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
（
一
）」・
前
掲
注
（
1
）
九
二
号
一
二
一
―
一
二
六
頁
。

（
21
）

A
ssm
a
n
n
/
S
ch
n
eid
er/
M
ü
lb
ert,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
),
V
o
r
§3
7
e,
R
n
.
1
1
–
1
2
.

（
22
）

K
a
sten
,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
3
),
S
S
.
3
1
6
–
3
3
1
.

（
23
）

K
ü
m
p
el,
D
ie
a
llg
em
ein
en
V
erh
a
lten
sreg
eln
d
es
W
ertp
a
p
ierh
a
n
d
elsg
esetzes,

W
M
1
9
9
5
,
6
8
9
(6
9
1
–
6
9
2
);
S
ch
w
en
n
ick
e,

D
ie
D
o
k
u
m
en
ta
tio
n
d
er
E
rfü
llu
n
g
v
o
n
V
erh
a
lten
sp
fl
ich
ten
n
a
ch

§3
1
A
b
s.
2
W
p
H
G
d
u
rch
d
ie
B
a
n
k
,
W
M
1
9
9
8
,
1
1
0
1

(1
1
0
3
).

（
24
）

ド
イ
ツ
証
取
法
旧
三
一
条
二
項
と
適
合
性
原
則
な
ら
び
に
顧
客
熟
知
原
則
の
関
係
に
つ
い
て
は
、K

a
sten
,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
3
),
S
S
.
2
6
8
–
2
8
3
.

（
25
）
【
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
旧
三
七
ｄ
条
】

一
項
「
営
業
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
あ
る
商
業
的
な
経
営
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
金
融
先
物
取
引
を
締
結
し
、
も
し
く
は
、
当
該
取
引
を
購
入
、
販

売
、
仲
介
、
あ
る
い
は
斡
旋
す
る
業
者
は
、
契
約
締
結
前
に
、
消
費
者
に
対
し
て
、
書
面
で
以
下
の
情
報
を
提
供
す
る
義
務
を
負
う
。

一
．
金
融
先
物
取
引
か
ら
取
得
し
た
期
限
付
の
権
利
が
満
期
に
お
い
て
消
滅
し
、
あ
る
い
は
、
価
値
が
下
落
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

二
．
損
失
リ
ス
ク
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
提
供
さ
れ
た
担
保
を
超
え
る
場
合
も
あ
り
得
る
。

三
．
金
融
先
物
取
引
か
ら
発
生
す
る
リ
ス
ク
を
排
除
も
し
く
は
軽
減
す
る
た
め
の
取
引
が
締
結
で
き
な
い
場
合
や
、
損
失
を
も
た
ら
す
よ
う
な
市
場

価
格
で
締
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
。

四
．
金
融
先
物
取
引
か
ら
発
生
し
た
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
融
資
を
受
け
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
金
融
先
物
取
引
か
ら
発
生
し
た
債
務
や
反
対
給

付
を
外
貨
も
し
く
は
他
の
計
算
単
位
で
表
示
し
た
場
合
、
損
失
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
。

情
報
書
面
に
は
、
金
融
先
物
取
引
に
関
す
る
情
報
と
そ
の
リ
ス
ク
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
、
消
費
者
に
よ
る
署
名
が
必
要
で
あ
る
。
情
報

書
面
の
提
供
は
、
二
年
が
経
過
す
る
前
に
繰
り
返
す
こ
と
を
要
す
る
」。

二
項
「
法
定
の
義
務
に
基
づ
き
引
受
権
を
付
与
す
る
場
合
、
情
報
提
供
義
務
は
発
生
し
な
い
」。

三
項
「
消
費
者
が
金
融
先
物
取
引
の
注
文
あ
る
い
は
契
約
締
結
を
代
理
人
に
委
任
し
た
場
合
、
一
項
な
ら
び
に
二
項
一
文
は
、
消
費
者
で
は
な
く
代

理
人
に
適
用
さ
れ
る
。
業
者
が
消
費
者
に
対
し
て
一
項
の
情
報
を
提
供
し
て
い
た
場
合
に
は
、
代
理
人
に
対
す
る
情
報
提
供
義
務
は
発
生
し
な
い
」。

四
項
「
業
者
が
一
項
も
し
く
は
三
項
一
文
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
業
者
は
消
費
者
に
対
し
て
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
業
者
が
一
項
も

し
く
は
三
項
の
義
務
に
違
反
し
た
か
否
か
、
あ
る
い
は
、
義
務
違
反
に
つ
い
て
業
者
に
帰
責
性
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
争
い
が
生
じ
た
場
合
、
業
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者
が
証
明
責
任
を
負
う
。
消
費
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
請
求
権
が
発
生
し
て
か
ら
三
年
で
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
」。

（
26
）

R
o
th
,
K
ö
ln
er
K
o
m
m
en
ta
r
zu
m
W
p
H
G
,
2
0
0
7
,§3
7
d
,
R
n
.
4
7
ff
.

（
27
）

A
ssm
a
n
n
/
S
ch
n
eid
er/
M
ü
lb
ert,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
),
V
o
r
§3
7
e,
R
n
.
2
7
–
3
1
;
J
o
rd
a
n
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
9
),
S
S
.
1
8
2
9
–
1
8
3
0
.

（
28
）

J
o
rd
a
n
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
9
),
S
S
.
1
8
3
0
–
1
8
3
1
.

（
29
）

デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
行
為
義
務
に
関
す
る
詳
細
は
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
民
事
責
任
」
専
修

法
学
論
集
八
六
号
一
頁
以
下
。

（
30
）

B
a
lzer,

R
ech
tsfra

g
en
d
es
E
ff
ek
ten
g
esch
ä
fts
d
er
D
irek
tb
a
n
k
en
,
W
M
2
0
0
1
,
1
5
3
3
(1
5
3
5
–
1
5
3
6
);
B
ra
n
d
t,
A
u
fk
lä
ru
n
g
s-

u
n
d
B
era
tu
n
g
sp
fl
ich
ten
d
er
K
red
itin
stitu

te
b
ei
d
er
K
a
p
ita
la
n
la
g
e,
2
0
0
2
,
S
S
.
2
7
4
–
2
7
6
.

（
31
）

K
o
ch
,
D
isco
u
n
t
B
ro
k
er,
2
0
0
2
,
S
.
2
1
7
;
T
itz,
B
era
tu
n
g
sp
fl
ich
ten
fü
r
D
isco
u
n
t-B
ro
k
er,
W
M
1
9
9
8
,
2
1
7
9
–
2
1
8
0
.

（
32
）

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
証
取
法
旧
三
一
条
二
項
は
「
顧
客
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
」
説
明
義
務
を
課
し
て
い
る
の
で
、

説
明
の
必
要
性
が
な
け
れ
ば
、
説
明
義
務
を
免
除
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
判
例
は
、
業
者
が
経
験
と
知
識
が
豊
富
な
顧
客
の
み
と
取
引
を
す
る
こ

と
を
理
由
に
金
融
商
品
の
説
明
を
簡
略
化
す
る
旨
を
表
明
し
、
顧
客
が
そ
れ
を
承
諾
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
顧
客
は
説
明
の

必
要
性
が
低
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
標
準
化
さ
れ
た
説
明
書
の
交
付
の
み
で
説
明
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
例
外
と
し
て
、
顧
客
の
説

明
の
必
要
性
が
実
際
に
は
高
い
こ
と
を
業
者
が
知
っ
て
い
た
か
重
過
失
に
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
業
者
は
顧
客
の
属
性
に
適
し
た
説
明
義

務
を
負
う
と
し
て
い
る
。B

G
H
U
rt.
v
.
5
.
1
0
.
1
9
9
9
,
B
G
H
Z
1
4
2
,
3
4
5
;
B
G
H
U
rt.
v
.
1
1
.
1
1
.
2
0
0
3
,
Z
IP
2
0
0
4
,
1
1
1
;
B
G
H
U
rt.

v
.
1
3
.
7
.
2
0
0
4
,
B
G
H
Z
1
6
0
,
5
8
;
L
a
n
g
/
B
a
lzer,

a
.
a
.
O
.
(N
.
5
),
S
S
.
6
5
8
–
6
6
1
.

（
33
）

旧
三
一
条
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
二
〇
〇
七
年
の
ド
イ
ツ
証
取
法
改
正
に
伴
い
廃
止
さ
れ
た
が
、
現
在
で
も
改
正
後
の
条
文
の
解
釈
指
針
と
し
て
引
き

合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）

旧
三
一
条
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
Ｂ
二
・
六
）「
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
が
単
に
注
文
を
仲
介
す
る
、
あ
る
い
は
、
問
屋
取
引
や
自
己
取
引
の
か
た
ち
で

他
人
の
た
め
に
注
文
を
執
行
す
る
こ
と
の
み
を
業
務
と
す
る
場
合
に
は
（E

x
ecu
tio
n
-O
n
ly

）、
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
取
引
形
態
が
個
別
に
行
わ
れ

る
の
か
一
般
的
に
行
わ
れ
る
の
か
を
問
わ
ず
、
業
者
は
顧
客
に
対
し
て
遅
く
と
も
注
文
を
受
け
付
け
る
前
ま
で
に
そ
の
旨
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
業
者
は
、
顧
客
の
知
識
と
経
験
、
な
ら
び
に
、
顧
客
が
意
図
し
た
取
引
の
種
類
に
基
づ
い
て
説
明
を
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
市
況
解
説

（M
a
rk
tk
o
m
m
en
ta
r

）、
チ
ャ
ー
ト
（C

h
a
rt

）、
ア
ナ
リ
ス
ト
の
分
析
（A

n
a
ly
se

）
な
ど
を
使
用
す
る
な
ど
し
て
、
業
者
が
顧
客
に
対
し
て
、
本

章
で
定
め
た
説
明
を
超
え
た
情
報
提
供
を
行
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
情
報
提
供
は
投
資
助
言
（A

n
la
g
eb
era
tu
n
g

）
で
は
な
く
、
顧
客
自
身
の
投

資
決
定
を
容
易
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
、
顧
客
に
対
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
業
者
は
、
遅
く
と
も
顧
客
が
注
文
を
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す
る
前
ま
で
に
、
顧
客
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
、
顧
客
の
知
識
と
経
験
の
み
を
質
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
業
者
が
顧
客
に
対
し
て
意

図
し
た
取
引
を
実
行
す
る
た
め
に
融
資
を
仲
介
し
、
あ
る
い
は
、
自
ら
融
資
を
行
っ
た
場
合
、
ま
た
は
、
顧
客
に
担
保
の
提
供
を
要
求
し
た
場
合
に

は
、
投
資
目
的
と
財
産
状
態
に
関
す
る
顧
客
の
申
告
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
他
に
は
第
二
章
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
」。

（
35
）

拙
稿
「
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
」・
前
掲
注
（
29
）
二
〇
ー
三
七
頁
。

（
36
）

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
Ｂ
二
・
二
）「
顧
客
の
申
告
内
容
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
れ
ば
、
遅
く
と
も
注
文
す
る
ま
で
に
、
投
資
形
態
の
性
質
や
リ
ス
ク
な

ら
び
に
そ
の
他
の
重
要
な
事
情
に
つ
い
て
、
顧
客
は
説
明
を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
。
こ
の
説
明
は
、
標
準
化
さ
れ
た
情
報
書
面
に
よ
っ
て
も
可
能
で

あ
る
」。（
中
略
）。「
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
が
顧
客
の
申
告
内
容
に
基
づ
い
て
リ
ス
ク
領
域
に
応
じ
て
顧
客
の
ク
ラ
ス
分
け
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
顧

客
に
そ
の
旨
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
注
文
の
執
行
に
際
し
て
当
該
ク
ラ
ス
分
け
を
遵
守
し
、
ク
ラ
ス
分
け
の
基
準
を
顧
客
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
協
議
の
結
果
、
自
身
が
属
す
る
ク
ラ
ス
以
外
の
注
文
の
執
行
を
顧
客
が
希
望
し
た
場
合
に
は
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
注
文
の
執
行
前
に
顧

客
が
必
要
な
説
明
を
受
け
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
、
当
該
注
文
を
執
行
で
き
る
」。

（
37
）

拙
稿
「
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
」・
前
掲
注
（
29
）
三
八
―
四
二
頁
。

（
38
）

金
融
商
品
市
場
指
令
の
概
要
に
つ
い
て
は
、S

ey
fried

,
D
ie
R
ich
tlin
ie
ü
b
er
M
ä
rk
te
fü
r
F
in
a
n
zin
stru
m
en
te
(M
iF
ID
),
W
M
2
0
0
6
,

1
3
7
5
;
S
p
in
d
ler/
K
a
sten
,
D
er
n
eu
e
R
ech
tsra
h
m
en
fü
r
d
en
F
in
a
n
zd
ien
stleistu

n
g
ssek
to
r
-
d
ie
M
iF
ID
u
n
d
ih
re
U
m
setzu

n
g
,

T
eil
2
,
W
M
2
0
0
8
,
1
7
9
7
.

（
39
）

K
o
ller,

A
ssm
a
n
n
/
S
ch
n
eid
er
(h
rsg
.),
W
p
H
G
K
o
m
m
en
ta
r,
5
.
A
u
fl
.
2
0
0
9
,§3
1
,
R
n
.
3
2
–
4
4
.

（
40
）

F
u
ch
s,
W
p
H
G
K
o
m
m
en
ta
r,
2
0
0
9
,§3
1
,
R
n
.
1
1
8
.

（
41
）

旧
三
一
条
二
項
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
業
者
が
負
う
「
最
低
限
の
説
明
義
務
」
で
は
な
く
、
通
常
の
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
が
負
う
説
明
義
務

が
法
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
条
文
の
文
言
を
見
る
限
り
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
説
明
義
務
が
ど
こ
ま
で
軽
減
さ
れ
得
る
の

か
が
不
明
確
で
あ
っ
た
。W

eich
ert/
W
en
n
in
g
er,
D
ie
N
eu
reg
elu
n
g
d
er
E
rk
u
n
d
ig
u
n
g
s-
u
n
d
A
u
fk
lä
ru
n
g
sp
fl
ich
ten

v
o
n

W
ertp
a
p
ierd
ien
stleistu

n
g
su
n
tern
eh
m
en
g
em
.
A
rt.
1
9
M
iF
ID
u
n
d
F
R
U
G
,
W
M
2
0
0
7
,
6
2
7
(6
2
8
).

（
42
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
3
0
0
.

（
43
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
1
1
9
–
1
2
0
;
W
eich
ert/
W
en
n
in
g
er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
1
),
S
.
6
3
4
.

（
44
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
2
5
5
;
W
eich
ert/
W
en
n
in
g
er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
1
),
S
.
6
3
1
;
J
o
rd
a
n
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
9
),

S
.
1
8
2
8
;
V
eil,
A
n
la
g
eb
era
tu
n
g
im
Z
eita
lter

d
er
M
iF
ID
,
W
M
2
0
0
7
,
1
8
2
1
(1
8
2
3
);
S
ch
ä
fer,
S
in
d
d
ie

§§3
1
ff
.
W
p
H
G
n
.
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F
.
S
ch
u
tzg
esetze

i.
S
.
v
.
§8
2
3
A
b
s.
2
B
G
B
,
W
M
2
0
0
7
,
1
8
7
2
(1
8
7
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).

（
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）

F
u
ch
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a
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.
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.
4
0
),§3

1
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R
n
.
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4
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）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
2
5
9
.

（
47
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
2
3
6
–
2
4
1
,
2
4
7
–
2
5
4
.

（
48
）

A
ssm
a
n
n
/
S
ch
n
eid
er/
K
o
ller,

a
.
a
.
O
.
(N
.
3
9
),

§3
1
,
R
n
.
5
4
;
W
eich
ert/
W
en
n
in
g
er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
1
),
S
.
6
3
0
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L
a
n
g
/
K
ü
h
n
e,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
5
),
S
S
.
1
3
0
2
–
1
3
0
3
;
V
eil,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
4
),
S
.
1
8
2
3
;
M
ü
lb
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A
n
leg
ersch

u
tz
b
ei

Z
ertifi

k
a
ten
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W
M
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0
0
7
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1
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4
9
(1
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5
6
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49
）

W
eich
ert/
W
en
n
in
g
er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
1
),
S
.
6
3
0
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L
a
n
g
/
K
ü
h
n
e,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
5
),
S
S
.
1
3
0
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1
3
0
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F
u
ch
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.
O
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.
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0
),§3

1
,
R
n
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1
8
9
.
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50
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
1
8
9
.

顧
客
情
報
収
集
義
務
の
性
質
に
つ
い
て
は
、K

a
sten
,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
3
),
S
S
.
2
6
8
–
2
7
4
.
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51
）

F
u
ch
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a
.
a
.
O
.
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.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
2
1
7
–
2
3
5
;
A
ssm
a
n
n
/
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K
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ller,
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.
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.
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9
),
R
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.
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R
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.
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S
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）
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R
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.
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.
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R
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.
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n
/
S
ch
n
eid
er/
K
o
ller,

a
.
a
.
O
.
(N
.
3
9
),
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1
,
R
n
.
5
2
;
W
eich
ert/
W
en
n
in
g
er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
1
),
S
.
6
3
1
;

L
a
n
g
/
K
ü
h
n
e,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
5
),
S
.
1
3
0
2
.
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）

V
g
l.,
K
a
sten
,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
3
),
S
S
.
2
7
8
–
2
8
1
.
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）

K
a
sten
,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
3
),
S
S
.
2
8
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–
2
8
6
.
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）

S
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a
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a
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O
.
(N
.
3
8
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S
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1
3
8
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（
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）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
2
0
7
–
2
0
8
.

（
60
）

B
G
H
U
rt.
v
.
2
8
.
1
0
.
1
9
9
7
,
B
G
H
Z
1
3
7
,
6
9
.

重
大
な
事
情
が
あ
れ
ば
投
資
方
針
か
ら
逸
脱
し
た
投
資
決
定
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
際
は
、

遅
滞
な
く
顧
客
に
そ
の
旨
を
通
知
し
て
同
意
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
。K

rä
m
er,
B
a
n
k
en
h
a
ftu
n
g
im
B
ereich

d
er
V
erm
ö
g
en
sv
erw
a
ltu
n
g
,

in
E
n
tw
ick
lu
n
g
slin
ien
im
B
a
n
k
-
u
n
d
K
a
p
ita
lm
a
rk
trech

t,
F
estsch

rift
fü
r
G
erd
N
o
b
b
e,
2
0
0
9
,
S
S
.
6
2
4
–
6
2
5
.

（
61
）

顧
客
の
投
資
目
的
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
で
も
、
業
者
は
投
資
対
象
を
ハ
イ
リ
ス
ク
商
品
の
み
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
適
度
に
ロ
ー



明治大学　法律論叢 83巻 4・5号：責了 tex/kawachi-8345.tex page69 2011/02/01 18:28

69 ――投資取引における適合性原則と損害賠償責任（一）――

リ
ス
ク
商
品
を
混
ぜ
る
必
要
が
あ
る
。B

G
H
U
rt.
v
.
2
9
.
3
.
1
9
9
4
,
N
J
W
1
9
9
4
,
1
8
6
1
;
K
rä
m
er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
6
0
),
S
.
6
2
5
.

（
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）

K
rä
m
er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
6
0
),
S
S
.
6
2
4
–
6
2
6
;
W
eb
er,
F
isch
er/
K
la
n
ten
(h
rsg
.),
B
a
n
k
rech
t,
4
.
A
u
fl
.
2
0
1
0
,
S
S
.
9
6
3
–
9
6
4
.

（
63
）

B
G
H
U
rt.
v
.
2
9
.
3
.
1
9
9
4
,
Z
IP
1
9
9
4
,
6
9
3
.

た
だ
し
、
判
例
は
「
相
当
な
損
失
」
の
具
体
的
基
準
を
明
確
に
し
て
い
な
い
。K

rä
m
er,
a
.

a
.
O
.
(N
.
6
0
),
S
.
6
2
8
.

（
64
）

す
で
に
改
正
前
か
ら
投
資
助
言
に
関
す
る
ボ
ン
ド
判
決
ル
ー
ル
の
趣
旨
が
財
産
管
理
に
も
及
ぶ
と
し
た
判
例
が
見
ら
れ
た
。B

G
H
U
rt.
v
.
4
.

4
.
2
0
0
2
,
N
J
W
2
0
0
2
,
1
8
6
8
.
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m
er,
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O
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.
6
0
),
S
S
.
6
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–
6
2
4
.
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O
.
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.
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2
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S
.
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）

M
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V
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ö
g
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u
n
g
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g
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ö
g
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a
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n
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n
d
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w
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n
g
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W
M
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9
4
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）

M
ö
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.
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O
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.
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7
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S
.
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R
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eid
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o
ller,

a
.
a
.
O
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.
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9
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R
n
.
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7
.
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F
u
ch
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a
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a
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O
.
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.
4
0
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R
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8
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ch
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er/
K
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a
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.
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9
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R
n
.
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F
u
ch
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a
.
a
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O
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.
4
0
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1
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R
n
.
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8
6
;
W
eich
ert/
W
en
n
in
g
er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
1
),
S
.
6
3
1
.
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F
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a
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a
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O
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.
4
0
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1
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R
n
.
2
8
6
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a
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O
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R
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.
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8
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n
in
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er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
1
),
S
.
6
3
1
.
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）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
2
8
3
,
2
9
5
–
2
9
8
.

（
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）

J
o
rd
a
n
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
9
),
S
.
1
8
2
8
.

（
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）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
3
0
2
.
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）

F
u
ch
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a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
3
0
5
–
3
1
0
;
A
ssm
a
n
n
/
S
ch
n
eid
er/
K
o
ller,

a
.
a
.
O
.
(N
.
3
9
),§3

1
,
R
n
.
6
0
;
J
o
rd
a
n
s,
a
.

a
.
O
.
(N
.
9
),
S
.
1
8
3
1
.
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ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
3
1
1
;
A
ssm
a
n
n
/
S
ch
n
eid
er/
K
o
ller,

a
.
a
.
O
.
(N
.
3
9
),§3

1
,
R
n
.
6
2
.

（
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）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
3
1
2
.
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（
82
）

W
eich
ert/
W
en
n
in
g
er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
1
),
S
.
6
3
2
.

（
83
）
【
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
新
三
一
ａ
条
】

二
項
「
顧
客
が
本
法
に
お
け
る
プ
ロ
顧
客
に
該
当
す
る
場
合
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
適
切
に
リ
ス
ク
を
判
断
し
た
う
え
で
投
資
決
定
を
行
う

た
め
に
必
要
な
専
門
知
識
や
経
験
を
顧
客
が
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
文
の
プ
ロ
顧
客
と
は
以
下
の
者
を
指
す
。
一
．

_
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
、
`
そ
の
他
の
認
可
さ
れ
た
金
融
機
関
、
a
保
険
会
社
、
b
共
同
投
資
機
関
な
ら
び
に
そ
の
管
理
会
社
、
c
年
金
基
金
な
ら

び
に
そ
の
管
理
会
社
（
中
略
）。
二
．
一
号
で
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
事
業
者
で
以
下
に
示
す
三
つ
の
基
準
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
つ
を
満
た
す
も
の
。

_
総
資
産
二
千
万
ユ
ー
ロ
、
`
売
上
高
四
千
万
ユ
ー
ロ
、
a
自
己
資
本
二
百
万
ユ
ー
ロ
。（
以
下
省
略
）」。

三
項
「
本
法
に
お
け
る
一
般
顧
客
と
は
プ
ロ
顧
客
で
は
な
い
者
を
指
す
」。

（
四
項
、
五
項
省
略
）。

六
項
「
プ
ロ
顧
客
は
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
と
の
合
意
に
よ
り
一
般
顧
客
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
顧
客
へ
の
変
更
の
合
意
は
書
面
で
行
う
こ

と
を
要
す
る
。
変
更
が
す
べ
て
の
証
券
サ
ー
ビ
ス
、
証
券
付
随
サ
ー
ビ
ス
、
金
融
商
品
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
場
合
、
そ
の
対
象
を
明
示
で
確
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
二
項
二
文
二
号
と
七
項
の
プ
ロ
顧
客
に
対
し
て
、
取
引
の
開
始
時
に
、
プ
ロ
顧
客
に
該
当
す
る

こ
と
、
第
一
文
に
従
っ
て
一
般
顧
客
へ
の
変
更
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
以
下
省
略
）」。

七
項
「
一
般
顧
客
は
、
自
ら
の
申
立
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
確
定
に
よ
り
、
プ
ロ
顧
客
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ロ
顧
客

へ
の
変
更
に
は
、
顧
客
が
自
身
の
経
験
な
ら
び
に
専
門
知
識
に
基
づ
い
て
、
取
引
全
般
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
特
定
の
種
類
の
取
引
に
つ
い
て
投
資

決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
な
ら
び
に
、
取
引
に
伴
う
リ
ス
ク
を
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
業
者
が
事
前
に
審
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
プ
ロ
顧
客
へ
の
変
更
に
は
、
以
下
に
挙
げ
る
三
つ
の
基
準
の
中
の
少
な
く
と
も
二
つ
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
．
顧
客
が
プ
ロ

顧
客
向
け
の
金
融
商
品
を
扱
う
市
場
に
お
い
て
、
過
去
数
年
に
わ
た
り
相
当
量
の
取
引
を
平
均
し
て
四
半
期
で
一
〇
回
以
上
行
っ
て
い
る
こ
と
。
二
．

銀
行
の
預
金
残
高
と
保
有
金
融
商
品
が
五
〇
万
ユ
ー
ロ
以
上
で
あ
る
こ
と
。
三
．
顧
客
が
、
少
な
く
と
も
一
年
間
、
資
本
市
場
で
職
に
就
き
、
対
象

と
な
る
取
引
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
、
証
券
付
随
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
知
識
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
一
般
顧
客
に
対
し
て
、
プ

ロ
顧
客
へ
の
変
更
に
よ
っ
て
、
一
般
顧
客
に
対
す
る
本
法
の
保
護
規
定
が
適
用
さ
れ
な
く
な
る
旨
を
、
書
面
で
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顧
客

は
、
業
者
か
ら
指
摘
を
受
け
た
こ
と
を
書
面
で
認
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
文
あ
る
い
は
二
項
二
文
二
号
に
お
け
る
プ
ロ
顧
客
が
証
券
サ
ー

ビ
ス
業
者
に
対
し
て
プ
ロ
顧
客
へ
の
昇
格
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
事
情
の
変
更
に
関
す
る
す
べ
て
の
情
報
を
提
供
し
な
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
業
者
が
評
価
を
誤
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
業
者
に
対
し
て
義
務
違
反
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
」。
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（
84
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
a
,
R
n
.
1
8
–
2
5
.

（
85
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
,
R
n
.
1
9
8
–
2
0
0
,
2
3
9
.

（
86
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
a
,
R
n
.
1
0
–
1
4
.

（
87
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
a
,
R
n
.
3
2
.

（
88
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),§3

1
a
,
R
n
.
3
3
–
3
8
.

（
89
）
【
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
新
三
四
条
】

二
ａ
項
「
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
一
般
顧
客
に
対
し
て
行
っ
た
あ
ら
ゆ
る
投
資
助
言
の
記
録
（P

ro
to
k
o
ll

）
を
書
面
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
記
録
に
は
投
資
助
言
を
行
っ
た
者
の
署
名
が
必
要
で
あ
り
、
作
成
さ
れ
た
記
録
は
、
投
資
助
言
終
了
後
遅
滞
な
く
、
助
言
に
基
づ
い
て
な
さ
れ

た
取
引
が
締
結
さ
れ
る
前
に
、
書
面
か
あ
る
い
は
そ
の
他
の
耐
久
性
の
あ
る
デ
ー
タ
媒
体
に
よ
っ
て
顧
客
に
交
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顧
客

が
、
投
資
助
言
と
取
引
締
結
に
あ
た
り
、
取
引
締
結
前
に
記
録
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
通
信
手
段
を
選
択
し
た
場
合
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者

は
、
投
資
助
言
終
了
後
遅
滞
な
く
、
記
録
の
謄
本
を
顧
客
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
顧
客
の
明
確
な
要
請
が
あ
れ
ば
、
顧
客
が

記
録
を
受
領
す
る
前
に
取
引
を
締
結
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
際
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
は
、
記
録
が
不
正
確
あ
る
い
は
不
完
全
で
あ
る
場

合
に
、
助
言
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
取
引
を
記
録
到
達
後
一
週
間
以
内
に
解
約
で
き
る
権
利
を
顧
客
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顧
客
は
、
解

約
権
の
存
在
と
行
使
期
間
に
つ
い
て
告
知
を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
。
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
が
第
四
文
の
解
約
権
に
つ
い
て
争
う
場
合
、
記
録
の
正

確
性
と
完
全
性
に
つ
い
て
業
者
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

二
ｂ
項
「
顧
客
は
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
に
対
し
て
二
ａ
項
で
定
め
ら
れ
た
記
録
の
謄
本
の
交
付
を
請
求
で
き
る
」。

【
証
券
サ
ー
ビ
ス
命
令
】

一
四
条
六
項
「
法
三
四
条
二
ａ
項
第
一
文
の
記
録
に
は
下
記
の
項
目
が
も
れ
な
く
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
．
投
資
助
言
が
な
さ

れ
た
理
由
。
二
．
助
言
が
な
さ
れ
た
時
間
の
長
さ
。
三
．
法
三
一
条
四
項
第
一
文
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
顧
客
情
報
を
含
む
助
言
の
基
礎
と
な
っ
た
顧

客
の
個
人
的
状
況
に
関
す
る
情
報
、
な
ら
び
に
、
投
資
助
言
の
対
象
と
な
っ
た
金
融
商
品
と
証
券
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
。
四
．
投
資
助
言
に
関

し
て
顧
客
が
表
明
し
た
要
望
と
そ
の
重
要
性
。
五
．
助
言
に
際
し
て
な
さ
れ
た
推
奨
な
ら
び
に
そ
の
よ
う
な
推
奨
を
行
っ
た
理
由
。
法
三
四
条
二
ａ

項
第
四
文
の
場
合
、
記
録
を
受
領
す
る
前
に
取
引
を
締
結
す
る
こ
と
を
顧
客
が
明
示
で
要
請
し
た
こ
と
、
な
ら
び
に
、
解
約
権
に
つ
い
て
指
摘
し
た

こ
と
を
記
録
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

（
90
）

W
eb
er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
6
2
),
S
S
.
9
6
0
–
9
6
2
;
L
a
n
g
/
K
ü
h
n
e,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
5
),
S
S
.
1
3
0
5
–
1
3
0
6
.
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（
91
）

K
a
sten
,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
3
),
S
S
.
3
7
3
–
3
9
1
.

（
92
）
【
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
】「
第
二
四
一
条
二
項
に
よ
る
義
務
を
伴
っ
た
債
権
債
務
関
係
は
、
以
下
の
場
合
に
お
い
て
も
生
じ
る
。
一
．
契
約
交
渉

の
開
始
、
二
．
そ
れ
に
際
し
て
、
あ
り
得
る
法
律
行
為
に
よ
る
関
係
に
つ
い
て
一
方
の
当
事
者
が
相
手
方
に
権
利
、
法
益
、
お
よ
び
利
益
に
対
す
る

影
響
の
可
能
性
を
与
え
、
又
は
相
手
方
に
そ
れ
ら
を
委
ね
る
旨
の
、
契
約
の
勧
誘
、
又
は
、
三
．
そ
れ
に
類
似
す
る
取
引
上
の
接
触
」。

【
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
】「
債
権
債
務
関
係
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て
、
各
当
事
者
に
対
し
、
他
方
当
事
者
の
権
利
、
法
益
お
よ
び
利
益
に
対
す
る

考
慮
を
義
務
付
け
得
る
」。

【
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
】「
債
務
者
が
債
権
債
務
関
係
か
ら
生
じ
る
義
務
に
違
反
し
た
と
き
は
、
債
権
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
務
者
が
義
務
違
反
に
つ
い
て
責
め
を
負
わ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」。

訳
に
つ
い
て
は
、
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
配
付
資
料
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
検
討
事
項
（
一
）
詳
細
版
」
一
七
―

一
九
頁
、
同
「
検
討
事
項
（
六
）
詳
細
版
」
一
三
―
一
四
頁
（
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
し
た
。

（
93
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),
V
o
r
§§3
1
b
is
3
7
a
,
R
n
.
6
0
–
7
0
.

（
94
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),
V
o
r
§§3
1
b
is
3
7
a
,
R
n
.
7
7
;
V
eil,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
4
),
S
S
.
1
8
2
5
–
1
8
2
6
.

（
95
）
【
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
】
一
項
「
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
他
人
の
生
命
、
身
体
、
健
康
、
自
由
、
所
有
権
又
は
そ
の
他
の
権
利
を
違
法
に
侵
害
し
た
者

は
、
そ
の
他
人
に
対
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
」。
二
項
「
他
人
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法
律
に
違
反
し
た
者
も
、

前
項
と
同
様
で
あ
る
。
法
律
の
内
容
に
よ
れ
ば
過
失
が
な
く
と
も
違
反
を
生
ず
る
場
合
に
は
、
賠
償
義
務
は
、
過
失
が
あ
る
と
き
に
限
り
生
ず
る
」。

訳
に
つ
い
て
は
、
椿
寿
夫
＝
右
近
健
男
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
不
当
利
得
・
不
法
行
為
法
』
七
二
頁
（
右
近
執
筆
部
分
）（
三
省
堂
　
一
九
九
〇
年
）
を
参

照
し
た
。

（
96
）

V
g
l.,
L
a
n
g
/
K
ü
h
n
e,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
5
),
S
.
1
3
0
6
;
F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),
V
o
r
§§3
1
b
is
3
7
a
,
R
n
.
8
0
.

（
97
）

B
G
H
U
rt.
v
.
5
.
1
0
.
1
9
9
9
,
B
G
H
Z
1
4
2
,
3
4
5
;
B
G
H
U
rt.
v
.
1
1
.
1
1
.
2
0
0
3
,
Z
IP
2
0
0
4
,
1
1
1
.

（
98
）

N
ik
o
la
u
s/
d
’O
leire,

A
u
fk
lä
ru
n
g
ü
b
er
K
ick
-b
a
ck
s
in
d
er
A
n
la
g
eb
era
tu
n
g
,
W
M
2
0
0
7
,
2
1
2
9
–
2
1
3
0
.

（
99
）
【
ド
イ
ツ
証
券
取
引
法
旧
三
二
条
】
二
項
「
単
独
商
人
の
形
態
で
業
務
を
行
う
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
経
営
者
、
そ
れ
以
外
の
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者

に
お
い
て
会
社
の
事
業
執
行
を
委
託
さ
れ
代
理
権
を
授
与
さ
れ
て
い
る
者
、
な
ら
び
に
、
証
券
サ
ー
ビ
ス
業
者
内
で
金
融
商
品
取
引
、
金
融
分
析
、
投

資
助
言
な
ど
の
執
行
を
委
託
さ
れ
た
従
業
員
は
、
以
下
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
．
一
項
一
号
の
要
件
に
該
当
す
る
状
況
で
（
顧
客
の
利
益

に
反
す
る
推
奨
を
行
う
こ
と
ー
筆
者
注
―
）、
あ
る
い
は
、
業
者
自
身
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
た
め
に
金
融
商
品
の
価
格
を
一
定
方
向
に
誘
導
す

る
目
的
で
、
顧
客
に
金
融
商
品
の
売
買
を
推
奨
す
る
こ
と
。
二
．
顧
客
の
注
文
を
認
識
し
た
う
え
で
、
業
者
自
身
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
た
め
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に
、
顧
客
に
不
利
に
な
る
金
融
商
品
の
売
買
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
」。

（
100
）

W
eb
er,
a
.
a
.
O
.
(N
.
6
2
),
S
S
.
9
4
7
–
9
4
8
;
S
ch
ä
fer,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
4
),
S
.
1
8
7
5
.

（
101
）

F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),
V
o
r
§§3
1
b
is
3
7
a
,
R
n
.
8
0
–
8
2
;
L
a
n
g
/
K
ü
h
n
e,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
5
),
S
S
.
1
3
0
6
–
1
3
0
7
;
J
o
rd
a
n
s,
a
.

a
.
O
.
(N
.
9
),
S
.
1
8
2
8
;
K
a
sten
,
a
.
a
.
O
.
(N
.
1
3
),
S
S
.
3
9
1
–
3
9
9
;
V
eil,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
4
),
S
.
1
8
2
6
.

（
102
）
【
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
】「
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
方
法
で
他
人
に
対
し
故
意
に
損
害
を
加
え
た
者
は
、
そ
の
他
人
に
対
し
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を

負
う
」。
訳
に
つ
い
て
は
、
椿
＝
右
近
・
前
掲
注
（
95
）
一
一
五
頁
（
右
近
執
筆
部
分
）
を
参
照
し
た
。

（
103
）

B
G
H
U
rt.
v
.
1
6
.
1
1
.
1
9
9
3
,
B
G
H
Z
1
2
4
,
1
5
1
;
B
G
H
U
rt.
v
.
1
.
2
.
1
9
9
4
,
N
J
W
1
9
9
4
,
9
9
7
;
B
G
H
U
rt.
v
.
1
6
.
1
0
.
2
0
0
1
,

Z
IP
2
0
0
1
,
2
2
7
4
;
B
G
H
U
rt.
v
.
2
8
.
5
.
2
0
0
2
,
N
J
W
2
0
0
2
,
2
7
7
7
;
B
G
H
U
rt.
v
.
2
1
.
1
0
.
2
0
0
3
,
Z
IP
2
0
0
3
,
2
2
4
2
.

（
104
）

T
a
u
b
ert,
a
.
a
.
O
.
(N
.
2
),
S
S
.
1
7
0
–
1
7
1
;
L
a
n
g
/
B
a
lzer,

a
.
a
.
O
.
(N
.
5
),
S
.
6
7
8
;
F
u
ch
s,
a
.
a
.
O
.
(N
.
4
0
),
V
o
r
§§3
1
b
is

3
7
a
,
R
n
.
7
9
.


